
権
務
官
禄
を
通
じ
て
み
た
高
麗
時
代
の
草
聖
職
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崔

貞

換

【
要
約
】
　
高
麗
時
代
の
権
務
官
と
は
、
正
職
晶
官
の
実
職
で
な
い
特
定
の
臨
時
官
署
の
実
務
職
に
従
事
す
る
同
襲
職
の
警
官
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
定
の

高
階
を
持
っ
て
い
る
品
官
を
意
味
し
、
彼
ら
に
支
給
さ
れ
た
禄
俸
が
権
務
官
禄
で
あ
る
。
文
宗
三
十
年
に
整
備
さ
れ
、
七
宗
代
に
品
定
さ
れ
た
浮
管
富
禄

は
正
規
頒
禄
と
区
刷
さ
れ
、
下
級
吏
属
・
工
匠
に
支
給
さ
れ
た
別
辞
と
も
区
別
さ
れ
る
。
権
務
職
は
臨
時
職
と
い
う
点
で
正
子
と
は
違
い
、
実
務
職
と
い

う
点
で
同
誌
職
を
は
じ
め
と
す
る
聖
職
と
も
区
別
さ
れ
る
。
激
務
官
禄
が
整
備
さ
れ
た
当
時
は
品
官
権
務
、
甲
・
乙
・
丙
科
官
務
、
雑
科
濃
漿
に
区
別
さ

れ
、
西
班
権
務
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
高
麗
後
期
に
は
使
・
副
使
と
い
う
品
官
権
務
は
な
く
な
り
、
新
し
く
登
場
し
た
西
班
権
務
と
甲
・
乙
・
丙
科
並

び
雑
警
務
は
警
務
九
品
を
上
限
と
し
て
高
麗
鼠
ま
で
存
続
し
た
。
朝
鮮
初
（
世
世
初
）
逓
児
職
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
高
麗
以
来
の
権
務
宮
禄
は

廃
止
さ
れ
、
そ
の
機
能
は
逓
筆
癖
に
継
承
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
七
五
巻
三
号
　
一
九
九
二
年
五
月

は
　
じ
　
め
　
に

高
麗
時
代
の
翼
壁
と
は
、
従
一
品
目
り
従
九
品
に
至
る
一
定
の
熱
量
を
持
っ
た
官
人
で
あ
る
。
権
務
官
と
は
、
正
職
（
実
職
）
の
嵩
置
で
な
い

特
定
の
臨
時
官
署
の
実
務
職
に
従
事
す
る
同
説
職
の
騒
然
を
は
じ
め
と
し
て
、
｝
定
の
散
階
を
持
つ
警
官
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

は
「
権
衡
官
と
は
臨
時
的
な
職
務
の
意
味
で
、
官
制
上
、
正
置
所
管
外
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
作
ら
れ
た
臨
時
的
な
職
責
を
表
現
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
、
晶
官
と
吏
属
の
問
に
介
在
す
る
準
品
官
的
職
制
で
あ
っ
た
」
と
す
る
見
解
が
広
く
学
界
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
権
務
職
に
対

す
る
概
念
を
誤
認
し
た
も
の
と
い
え
る
。
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高
麗
時
代
の
職
制
に
は
実
職
と
散
職
が
あ
っ
た
。
実
職
は
正
職
興
言
の
息
綱
で
あ
り
、
散
職
は
致
仕
職
・
検
校
職
・
同
正
職
な
ど
の
よ
う
に

散
階
だ
け
を
持
ち
、
実
職
の
な
い
職
制
で
あ
る
。
高
麗
時
代
の
散
職
に
は
、
上
層
部
に
検
校
職
、
下
層
部
に
同
要
職
を
設
定
し
、
正
職
体
系
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
別
の
、
上
下
一
貫
し
た
散
職
体
系
を
な
し
て
い
た
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
即
ち
、
正
職
の
他
に
文
班
は
六
品
以
下
、
武
班
は
五
品
以
下
に
設

置
さ
れ
た
散
職
を
同
門
職
と
い
っ
て
、
上
層
部
の
検
校
職
と
下
層
部
の
同
正
職
が
一
つ
の
一
貫
し
た
体
系
を
な
し
て
い
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ま
た
、
検
校
職
を
従
四
品
以
上
の
官
に
与
え
ら
れ
た
特
典
的
背
黒
と
す
る
注
目
す
べ
き
見
解
も
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
検
校
職
は
従
四
品
以
上

の
高
位
官
吏
に
の
み
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
薦
骨
を
経
験
し
た
か
、
あ
る
い
は
実
職
を
持
っ
て
い
る
検
校
や
、
勲
官
で
単
に
優
遇
職
と

し
て
与
え
ら
れ
た
検
校
も
あ
り
、
一
品
か
ら
八
品
に
い
た
る
別
の
浅
識
体
系
を
な
し
て
い
て
、
別
途
の
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
叱

正
職
は
正
職
の
品
官
に
進
出
で
き
な
か
っ
た
初
入
費
職
を
は
じ
め
と
す
る
同
署
職
体
系
の
散
点
の
受
認
の
た
め
、
定
員
外
に
設
定
し
た
臨
時
職

で
、
文
散
階
五
・
六
品
以
下
に
別
の
散
職
体
系
を
な
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
同
正
職
を
、
全
く
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
検
校
職
と
結
び
つ
け

て
、
上
下
一
貫
し
た
散
職
体
系
を
形
成
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
従
来
の
見
解
に
対
し
て
は
、
疑
間
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
。
誤

っ
た
先
入
観
の
た
め
、
高
麗
時
代
の
鳶
職
体
系
を
正
し
く
理
解
す
る
の
に
少
な
か
ら
ぬ
混
乱
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
第
一
に
、
権
務
官
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
、
実
職
と
散
職
と
に
大
き
く
区
別
さ
れ
る
高
麗
時
代
の
職
嵩
上
に
お
い
て
権

務
職
が
占
め
た
位
置
と
性
格
を
究
明
し
た
い
。
第
二
に
、
権
務
官
に
支
給
さ
れ
た
権
務
官
禄
が
ど
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
、
い
か
な
る
変
化
を
経

て
朝
鮮
時
代
の
逓
児
禄
に
そ
の
機
能
が
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
推
移
を
考
察
し
た
い
。
第
三
に
、
致
仕
職
・
検
校
職
・
同
正
職
が

ど
の
よ
う
な
変
遷
過
程
を
経
て
朝
鮮
時
代
に
継
承
さ
れ
、
ま
た
、
消
滅
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
権
務
官
禄
の
推
移
と
比
較
検
討
し
て
み
た
い
。

以
上
の
作
業
に
よ
っ
て
、
権
務
官
禄
の
実
態
と
機
能
並
び
に
性
格
を
よ
り
明
ら
か
に
し
、
散
職
体
系
に
溢
す
る
従
来
の
誤
っ
た
見
解
も
正
す
こ

と
が
で
き
る
と
思
う
。

①
　
金
光
株
「
高
麗
時
代
潮
構
務
職
」
（
『
韓
國
史
研
究
陳
三
十
、

　
九
頁
。

一
九
八
○
）
、
五

②
朴
龍
雲
『
高
麗
時
代
史
直
上
（
ソ
ウ
ル
、
一
志
社
、
一
九
八
五
）
、
｝
〇
七
頁
。

③
金
光
株
「
高
麗
時
代
潮
同
正
職
」
（
『
歴
史
教
育
』
十
一
・
十
二
合
輯
、
一
九
六
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九
）
一
四
四
頁
で
、
文
班
五
晶
、
武
班
六
品
以
上
に
検
校
職
、
文
運
六
品
、
武
班

五
品
以
下
に
十
三
職
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
上
下
一
貫
し
た
散
職
体
系
を
有
し
て

い
た
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
解
は
李
成
茂
『
朝
鮮
初
期
両
班
研
究
』
（
ソ

ウ
ル
、
一
潮
閣
、
一
九
八
一
）
、
＝
二
九
頁
及
び
朴
龍
雲
、
上
掲
書
、
　
一
〇
四
買

　
に
も
受
容
さ
れ
て
い
る
。

④
　
韓
沽
励
「
勲
官
「
検
校
」
考
」
（
『
震
檀
学
報
』
二
九
・
三
十
合
輯
、
一
九
六
六
）

　
九
四
頁
で
、
検
校
と
い
う
勲
官
は
従
四
品
以
上
官
に
与
え
ら
れ
た
特
典
で
あ
っ
た

　
と
推
測
し
て
い
る
。
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第
剛
章
権
務
職
の
概
念

　
権
務
職
と
は
宮
制
上
の
正
職
断
管
外
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
設
け
ら
れ
た
臨
時
的
な
職
責
を
表
現
す
る
も
の
で
、
下
官
と
吏
属
の
間
に
介

在
し
た
準
愚
智
的
職
舗
で
あ
っ
た
、
と
い
う
見
解
が
学
界
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
指
摘
し
た
。
権
務
官
が
品
宮
で
あ
る
か

ど
う
か
を
解
明
す
る
こ
と
は
権
務
職
の
概
念
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
鍵
と
な
る
。

　
高
麗
時
代
の
聴
路
進
出
に
は
科
挙
に
よ
る
方
法
、
そ
の
他
「
遺
逸
之
薦
」
「
門
蔭
」
「
成
衆
愛
馬
之
上
塗
」
「
南
班
雑
路
銀
陞
転
」
な
ど
色
々

　
　
　
　
　
　
①

な
方
法
が
あ
っ
た
。
権
務
職
は
南
班
に
も
設
定
さ
れ
た
が
、
主
に
科
挙
と
蔭
叙
を
通
じ
て
文
旦
階
や
同
質
職
の
散
階
を
持
ち
な
が
ら
も
無
職
に

進
出
で
き
な
か
っ
た
者
の
受
職
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
同
寸
職
体
系
の
品
官
と
深
く
関
係
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
実
例
を
み
よ
う
。
①
崔
抗
は
成
縫
代
、
二
十
歳
で
甲
科
に
及
第
し
、
従
六
品
右
拾
遺
の
毛
蟹
に
擢
授
さ
れ
た
。
こ
れ
は
及
第
者
と
し
て
実
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
進
出
し
た
例
で
あ
る
。
②
安
無
難
は
中
第
に
及
第
．
し
、
従
事
晶
質
仕
郎
良
醐
承
同
正
を
初
聾
し
て
甲
骨
権
務
に
該
当
す
る
式
目
都
監
録
事
に

補
任
さ
れ
、
そ
の
後
も
華
秩
を
歴
任
し
た
。
及
第
者
に
文
散
聴
従
九
贔
の
将
仕
郎
と
同
質
職
の
正
九
品
良
醍
承
同
正
が
壁
織
さ
れ
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

が
注
目
さ
れ
る
。
③
李
献
は
祖
蔭
で
尚
書
戸
部
令
史
の
吏
職
を
初
授
さ
れ
た
後
、
乙
科
権
務
と
推
測
さ
れ
る
景
霊
殿
判
官
に
補
任
さ
れ
た
。
そ

の
後
、
並
樹
の
品
官
で
あ
る
正
八
品
京
市
署
丞
に
遷
任
し
て
い
る
。
こ
れ
は
息
角
で
吏
職
を
質
受
し
て
軍
職
の
圧
雪
に
進
出
し
た
例
で
あ
る
。

　
　
　
⑤

④
梁
元
俊
は
身
繕
で
弁
職
の
同
齢
職
で
あ
る
良
臣
署
史
同
母
を
初
幸
し
て
左
右
衛
史
と
な
り
、
諸
官
署
の
吏
職
を
歴
任
し
た
後
、
r
同
正
職
の
散

階
正
八
贔
軍
器
注
簿
同
輩
を
受
け
て
光
州
警
務
と
し
て
外
任
に
補
任
さ
れ
、
そ
の
後
も
、
熱
早
宮
録
事
、
都
婦
選
録
事
等
の
権
務
職
を
経
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

よ
う
や
く
襲
職
の
権
知
監
察
御
史
に
な
っ
た
。
⑤
林
景
和
の
場
合
は
父
蔭
で
同
正
職
の
散
階
正
八
品
軍
器
注
簿
同
正
を
受
け
て
景
霊
殿
判
官
の
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権
務
職
に
補
任
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
正
職
の
正
八
品
雑
記
署
令
に
な
っ
た
が
、
再
び
、
都
兵
馬
録
事
の
権
務
職
を
経
て
従
七
贔
大
府
注
・
簿
、
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

六
品
大
府
丞
の
正
職
昂
官
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
⑥
金
津
甫
は
門
蔭
で
良
醗
丞
同
正
を
初
署
し
て
外
任
（
臨
心
血
尉
）
に
補
任
さ
れ
た
後
、
内
弓

箭
庫
判
官
、
景
霊
殿
判
官
、
陣
営
兵
馬
録
事
等
の
権
務
職
を
へ
て
鳶
職
従
七
贔
の
品
官
に
該
当
す
る
試
礼
賓
注
簿
に
な
っ
た
。
⑦
崔
懲
懲
は
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

宗
十
一
年
三
月
、
功
蔭
で
吏
職
の
同
正
書
で
あ
る
声
部
令
同
正
を
除
授
さ
れ
、
⑧
崔
沈
の
息
子
崔
有
孚
は
父
蔭
で
正
九
品
の
諸
職
秘
書
省
校
書

　
　
　
　
⑨

郎
を
受
け
た
。
⑨
試
製
獄
は
父
島
で
文
散
階
従
九
品
の
将
仕
業
と
同
正
職
の
正
八
品
軍
器
注
簿
落
穂
を
同
時
に
初
受
さ
れ
、
初
任
で
陰
唇
の
礼

州
通
判
に
な
っ
た
後
、
続
い
て
権
務
職
の
景
霊
殿
判
官
に
除
拝
さ
れ
た
。

　
以
上
か
ら
権
務
職
に
補
任
さ
れ
た
例
を
分
類
し
て
み
る
と
、
②
安
櫻
崇
の
よ
う
に
及
第
者
と
し
て
文
散
階
と
同
論
職
（
将
仕
郎
・
良
醍
至
剛
正
）

を
同
時
に
初
受
し
て
権
務
職
（
式
目
都
監
録
事
）
に
補
任
さ
れ
た
り
、
③
華
燭
の
よ
う
に
祖
蔭
で
吏
職
（
尚
書
芦
部
令
孫
）
を
初
善
し
、
権
務
職
（
景
霊

殿
判
官
）
を
へ
て
座
職
品
官
の
罷
職
（
京
市
署
丞
）
に
進
出
し
た
り
、
④
梁
元
俊
の
よ
う
に
出
惜
で
吏
職
の
書
置
職
（
良
習
署
史
同
正
）
を
乱
採
し
て
脊

吏
に
な
っ
た
後
、
同
正
職
の
散
階
（
正
八
品
軍
器
羅
馬
熟
熟
）
を
あ
げ
て
も
ら
い
、
専
務
職
を
経
て
参
職
（
権
知
監
察
御
史
）
に
な
っ
た
り
も
し
た
の

で
あ
る
。
⑤
林
景
和
の
場
合
は
父
蔭
で
単
に
同
意
職
を
受
け
、
⑥
金
嵩
甫
も
門
蔭
で
単
に
準
正
職
（
良
麟
丞
斧
正
）
だ
け
を
受
け
た
の
に
対
し
て

⑨
林
景
執
は
父
蔭
で
文
散
階
と
同
正
職
（
将
仕
郎
軍
器
注
異
同
正
）
を
同
時
に
受
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
寺
務
職
に
補
任
さ
れ
う
る
場
合
は
及

第
者
と
し
て
同
割
職
を
持
っ
て
い
る
か
、
蔭
叙
で
吏
職
、
あ
る
い
は
吏
職
同
正
、
並
び
同
齢
職
の
散
階
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
と
す
れ
ば
、
高
麗
時
代
の
三
雲
官
が
品
官
な
の
か
、
準
品
官
な
の
か
と
い
う
問
題
は
自
然
に
解
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
科
挙
と
蔭
叙
を
通
じ

て
文
散
階
と
同
正
職
の
散
階
を
同
時
に
持
っ
て
い
る
署
務
官
は
勿
論
の
こ
と
、
蔭
叙
を
通
じ
て
同
御
職
の
散
階
だ
け
を
持
つ
権
務
官
も
散
歩
の

同
正
職
体
系
の
撃
手
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
愚
筆
を
通
じ
て
華
墨
或
い
は
吏
職
の
同
正
装
を
も
ら
っ
た
場
合
も
、
離
職
そ
の
も
の
が
解

官
で
な
い
か
ら
、
散
階
が
な
か
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
身
分
が
薫
製
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
④
梁
元
俊
の
例
の
よ
う
に

吏
職
同
正
か
ら
正
八
品
軍
器
注
簿
同
正
へ
と
同
正
職
の
散
階
が
あ
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
は
品
官
の
初
入
仕
職
で
権
務
職
に
除
授
さ
れ
た
例
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
が
、
実
は
高
麗
時
代
の
権
務
職
は
品
官
権
務
と
甲
科
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・
乙
科
・
丙
科
権
務
な
ら
び
に
雑
権
務
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
品
官
権
務
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
『
高
麗
史
』
巻
七
十
七
、
百
官
志

二
、
五
部
な
ら
び
に
諸
司
都
監
各
色
条
に
、

　
　
五
　
部
…
…
文
宗
定
　
五
部
使
｝
人
四
品
以
上
　
副
使
一
人
五
品
以
上
　
録
事
各
二
入
山
科
断
予
後
五
部
録
事
陞
八
贔

　
　
八
関
費
…
…
文
士
音
使
一
人
四
品
以
上
　
副
使
二
人
五
品
以
上
　
判
官
四
人
工
科
檬
務
吏
属
記
事
二
人
　
記
官
一
人
　
算
士
一
人

　
　
内
庄
宅
…
…
文
宗
定
使
一
人
三
品
以
上
　
副
使
五
品
以
上
　
判
官
二
人
甲
科
懇
到
吏
属
記
事
四
人
　
記
官
一
人
　
箕
士
一
人

目
あ
っ
て
、
五
部
・
八
握
宝
・
内
症
宅
の
録
事
は
甲
科
権
務
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
使
と
副
使
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
正
職
の
品
官

と
見
倣
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
弁
務
官
と
見
倣
す
べ
き
か
、
百
官
志
の
記
事
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
『
高
麗
史
』
食
貨
三
、
禄
俸

条
の
権
幕
官
禄
に
、
五
部
・
八
砂
嵐
・
内
症
宅
の
使
に
は
六
十
石
、
副
使
に
は
四
十
石
の
権
務
官
禄
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
高
麗
時
代
の
正
職

の
正
・
従
三
品
の
禄
俸
が
三
百
石
か
ら
百
七
十
三
石
五
斗
の
間
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
“
内
三
宅
使
三
品
以
上
”
“
五
部
使
四
品
以
上
”
〃
八
関

宝
使
四
品
以
上
”
と
い
う
包
括
的
な
表
現
を
使
い
な
が
ら
、
内
症
宅
・
五
部
・
八
関
宝
の
三
・
四
品
以
上
の
使
の
禄
俸
を
六
十
石
と
規
定
し
、

そ
の
差
の
顕
著
な
こ
と
を
み
る
と
権
務
官
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
品
官
権
務
は
五
部
門
八
雲
宝
・
内
症
宅
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
都
齋
庫
・
奉
先
回
・
延
慶
宮
・
東
西
大
悲
院
・
済
危

宝
等
の
諸
官
署
に
も
品
官
権
務
が
あ
っ
た
。
『
高
麗
史
』
百
官
志
、
諸
司
都
監
各
色
条
に
、

　
　
都
齋
庫
…
…
文
宗
定
　
使
一
人
四
品
以
上
　
副
使
三
人
六
品
以
上
　
判
官
二
人
下
歯
権
務

　
　
奉
先
庫
…
…
宣
宗
十
年
置
…
…
使
一
人
　
副
使
一
人
　
判
官
二
人
乙
科
椹
務

　
　
延
慶
宮
…
…
文
宗
定
　
延
慶
宮
使
一
人
　
副
使
｝
人
　
録
事
二
人
丙
礎
盤
務

　
　
東
・
西
大
悲
院
…
…
文
宗
定
　
使
各
一
人
　
副
使
各
｝
人
　
録
事
各
一
人
丙
科
権
務

　
　
済
危
賓
…
…
光
宗
十
四
年
始
置
　
文
宗
定
副
使
　
人
七
贔
以
上
　
録
事
一
人
丙
科
櫨
務
　
恭
譲
王
三
年
罷

と
あ
っ
て
、
都
齋
庫
の
判
官
二
人
と
奉
先
庫
の
判
宮
二
人
は
乙
科
権
務
、
延
慶
宮
の
録
事
二
人
と
東
・
西
大
悲
院
の
録
事
各
一
人
と
済
心
慮
の
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権務官禄を通じてみた高麗晦代の権務職（雀）

録
事
一
人
は
丙
科
権
務
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
各
、
官
署
の
使
と
副
使
が
正
職
の
警
官
な
の
か
、
権
務
官
な
の
か
は
明
ら

か
で
な
い
。
し
か
し
、
『
高
麗
史
』
巻
八
十
、
食
貨
三
、
無
刀
、
権
務
官
禄
に
、
都
齋
庫
の
使
（
四
十
以
上
）
は
四
十
石
、
副
使
（
六
贔
以
上
）
は
十

六
石
十
斗
、
延
慶
宮
の
使
は
四
十
石
、
副
使
は
二
十
六
石
十
斗
、
東
・
西
大
悲
院
の
使
は
二
十
六
石
刷
斗
、
副
使
は
十
六
石
十
斗
、
済
危
宝
の

副
使
（
七
品
以
上
）
は
十
六
石
十
斗
の
専
務
官
禄
が
与
え
ら
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
て
、
品
官
権
務
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

　
こ
れ
ま
で
主
に
三
品
か
ら
七
品
以
上
の
品
官
権
務
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
過
程
で
、
品
官
権
務
以
外
に
男
君
・
乙
科
・
墨
字
権
務
の
あ
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
う
少
し
具
体
的
に
考
察
し
て
み
た
い
。
『
高
麗
史
』
巻
七
十
七
、
百
官
二
、
諸
司
都
監

各
色
条
に
、
都
兵
馬
使
の
録
事
と
式
目
都
監
の
録
事
は
甲
科
権
務
、
迎
州
都
監
の
判
官
・
録
事
と
都
齋
庫
の
判
官
は
歯
科
権
務
、
書
籍
店
の
録

事
と
済
危
宝
の
録
事
は
丙
科
権
務
を
以
て
し
た
と
あ
り
、
品
官
権
務
の
他
に
甲
科
・
乙
科
・
丙
質
権
務
の
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
甲
科
・
乙
科
・
丙
科
総
務
は
前
に
も
指
摘
し
た
及
第
と
門
蔭
を
通
じ
て
同
鳶
職
の
散
階
を
持
っ
て
総
務
職
に
補
任
さ
れ
た
散
職
の
同
正

職
体
系
の
贔
官
権
務
で
あ
る
。
及
第
と
蔭
叙
を
通
じ
て
権
務
職
に
補
任
さ
れ
る
の
は
恵
民
局
判
官
の
差
歯
規
定
を
通
じ
て
も
う
か
が
う
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

で
き
る
。
恵
急
患
の
判
官
四
人
は
『
本
業
及
雷
管
』
を
以
て
互
い
に
差
任
す
る
学
科
権
門
と
規
定
し
て
い
る
。
本
業
は
及
第
者
を
対
象
と
し
た

も
の
で
あ
り
、
散
職
は
及
第
し
た
か
、
洋
弓
を
通
じ
て
あ
る
散
階
を
持
っ
た
品
官
を
意
味
す
る
。
こ
の
恵
民
局
判
官
の
差
任
規
定
を
通
じ
て
み

た
時
、
乙
科
権
務
だ
け
で
な
く
、
甲
科
並
び
丙
科
権
務
も
黒
髭
の
同
正
論
体
系
の
品
宮
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　
高
麗
時
代
の
権
務
職
に
は
三
品
か
ら
七
品
以
上
の
品
官
権
務
と
同
正
論
の
散
階
八
・
九
品
に
該
当
す
る
記
号
・
乙
科
・
丙
無
権
務
の
あ
っ
た

こ
と
を
み
て
き
た
が
、
こ
の
他
に
勢
権
務
が
あ
っ
た
。
『
高
麗
史
』
百
嘗
二
、
諸
司
都
監
督
各
色
条
に
、
諸
陵
直
　
諸
真
殿
直
　
諸
富
直
　
諸

壇
直
　
諸
神
廟
直
等
は
全
て
雑
農
務
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
甲
子
・
乙
科
・
丙
科
権
務
は
科
挙
あ
る
い
は
蔭
叙
を
通
じ
て
つ
い
た
鴫
野
の
同
門

職
体
系
の
卑
官
と
し
て
、
品
官
の
初
入
学
職
で
序
言
職
を
薄
葉
さ
れ
た
外
務
を
意
味
す
る
。
そ
れ
で
は
雑
常
務
の
受
話
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
雑
権
務
は
科
挙
と
蔭
叙
に
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
高
麗
時
代
は
正
誤
の
贔
官
に
支
給
さ
れ
る
禄
俸
と
下
級
吏
属
や
工
匠
に
支
給
さ
れ
る
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要
急
を
厳
格
に
区
別
し
た
。
雑
権
務
も
吏
属
や
工
匠
に
支
給
さ
れ
る
別
製
で
は
な
く
、
権
務
官
禄
が
支
給
さ
れ
て
い
る
か
ら
品
官
と
見
傲
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
は
た
し
て
雑
権
務
は
ど
の
よ
う
な
品
官
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
仁
宗
三
年
正
月
の
判
文
の
長
路
進
出
規
定
に
は
、
無
類
の
進
出
規
定
も
載
せ
た
。
節
操
が
堅
貞
で
、
名
聞
の
あ
る
者
や
業
績
の
す
ぐ
れ
た
者

な
ら
び
に
甲
・
乙
科
に
及
第
し
た
者
は
清
要
職
に
ま
で
登
り
つ
め
る
こ
と
が
で
き
、
丙
科
並
び
同
進
士
の
及
第
者
は
四
昴
ま
で
、
登
科
で
ぎ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
ま
ま
入
仕
し
た
者
は
七
品
ま
で
限
品
書
用
す
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
甲
・
乙
科
に
及
第
し
た
者
は
清
要
職
に
、
楠
科
並
び
同

省
土
の
及
第
老
は
三
品
ま
で
進
む
こ
と
の
で
き
る
よ
う
に
規
定
し
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
科
挙
及
第
者
の
分
類
で
あ
る
豆
科
・
乙
科
・
丙
科
並

び
同
進
士
と
、
権
務
職
の
職
種
分
類
で
あ
る
甲
科
・
乙
科
・
丙
科
並
び
羅
省
務
は
互
い
に
関
わ
り
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
も
っ
と
注
目
さ
れ
る
の
は
登
科
で
き
な
い
ま
ま
入
嘉
し
た
者
は
七
品
ま
で
限
愚
叙
害
す
る
よ
う
に
し
た
規
定
が
あ
る
点
で
あ

る
。
こ
れ
で
は
、
及
第
も
で
き
ず
、
ま
た
雷
魚
の
機
会
も
な
い
雑
類
が
ど
の
よ
う
に
し
て
七
晶
ま
で
進
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
高
麗
時
代
に
は
品
官
で
な
い
者
と
し
て
各
宮
署
に
配
置
さ
れ
た
吏
属
層
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
吏
属
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
、
入
男
工
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
警
吏
と
未
入
仕
職
の
雑
説
と
に
分
け
ら
れ
る
。
入
仕
職
で
あ
る
脊
吏
は
科
挙
に
応
試
す
る
こ
と
が
で
き
た

晦
・
下
位
玉
台
で
あ
る
難
の
入
仕
鷺
懇
に
制
限
さ
れ
て
い
た
・
雑
霧
は
こ
の
よ
う
な
未
入
仕
職
雫
藻
類
が
品
官
と
し
て
進
出
で

き
る
仕
路
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
溶
融
務
に
も
諸
神
廟
直
は
鼠
講
十
斗
、
書
壇
直
は
八
石
、
諸
直
殿
直
は
輝
石
、
勾
覆
院
重
監
は
六
石
、
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

つ
た
具
合
に
悪
言
官
禄
に
差
等
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
品
階
上
の
区
別
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
雑
類
に
も
同
正
職
が
与
え
ら
れ
、
権
務
職
で

な
い
実
職
に
進
出
し
た
雑
類
は
七
品
ま
で
限
晶
叙
冷
す
る
よ
う
に
規
定
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
以
下
の
あ
る
散
階
或
い
は
別
の
同
正
職
の
散
階

が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
以
上
で
、
高
麗
時
代
の
言
訳
職
に
は
品
官
権
務
、
甲
科
・
乙
科
・
丙
科
権
務
、
雑
権
輿
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
権
務
は
科

挙
、
詰
開
或
い
は
雑
感
を
通
じ
て
諸
職
品
官
の
実
職
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
者
の
た
め
に
作
ら
れ
た
、
諸
司
都
監
・
殿
・
宮
・
院
・
館
な
ど
の

特
殊
な
臨
時
官
署
の
実
務
職
に
従
事
す
る
同
門
職
を
は
じ
め
と
す
る
鶴
翼
体
系
の
品
官
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
警
務
職
を
通
じ
て
正
職
品
官
の
実
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権務官禄を通じてみた高麗時代の権務職（崔）

職
に
進
出
す
る
か
、
散
階
を
あ
げ
て
も
ら
っ
て
三
品
ま
で
あ
が
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
（
奪
権
務
は
例
外
）
。
　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
権

務
官
に
支
給
さ
れ
る
禄
俸
は
ど
の
よ
う
に
し
て
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
権
務
官
禄
の
整
備
を
通
じ
て
署
務
職
の
実
態
を
よ
り
詳
し
く
考

察
し
よ
う
と
思
う
。

＠＠＠＠＠＠＠＠o

『
高
麗
史
』
巻
二
七
、
選
挙
一
、
序
文
。

『
高
麗
史
』
巻
九
三
、
列
伝
、
崔
流
。

『
韓
國
金
石
文
追
補
』
高
麗
墓
誌
銘
十
三
。

『
韓
國
金
石
文
追
補
』
高
麗
墓
誌
銘
四
五
。

『
三
振
金
石
文
追
補
』
高
麗
墓
誌
銘
五
十
。

『
韓
國
金
石
文
追
補
』
高
麗
墓
誌
銘
五
二
。

『
韓
國
金
石
文
迫
補
』
高
麗
墓
誌
銘
六
八
。

『
高
麗
史
』
亡
八
、
世
家
、
文
中
十
一
年
三
月
丙
申
。

（
顕
宗
十
五
年
）
授
其
子
有
孚
　
秘
書
省
校
書
郎
（
『
高
麗
史
』
巻
九
三
、

　
観
抗
）
。

⑩
『
朝
鮮
金
石
総
覧
』
上
、

朝
鮮
総
督
府
編
、
一
二
五
、
林
景
輯
墓
誌
。

第
二
章
権
務
官
禄
の
整
備

列
伝
、

⑪
恵
畏
局
容
宗
七
年
　
置
判
官
四
人
　
以
本
業
及
散
職
互
差
乙
科
椛
務
（
『
高
麗

　
史
』
巻
七
七
、
百
官
二
、
諸
司
都
監
各
色
）
。

⑫
『
高
麗
史
』
巻
七
五
、
選
挙
三
、
限
職
、
仁
宗
三
年
正
月
。

⑬
　
金
光
株
「
高
麗
時
代
潮
脊
　
襲
職
」
（
『
懸
軍
史
研
究
』
四
、
一
九
六
九
）
、
洪

　
承
基
「
高
麗
時
代
斜
雑
類
」
（
『
歴
史
学
報
』
五
七
輯
、
一
九
七
三
）
。

⑭
　
仕
満
三
百
日
者
　
各
業
監
試
許
赴
（
『
高
麗
史
』
巻
七
三
、
選
挙
一
）
。

⑮
荷
京
文
武
両
班
及
南
班
・
正
・
雑
釜
煎
凡
有
職
者
各
墨
壷
正
職
（
『
高
麗
史
』

　
巻
十
二
、
世
家
、
南
宗
三
年
二
月
土
嚢
）
。
文
武
両
班
・
正
・
漏
路
凡
有
職
者

　
加
次
第
同
正
職
（
『
高
麗
史
』
巻
三
三
、
世
家
、
忠
宣
王
即
位
年
一
月
戊
申
）
。
文

　
・
武
・
正
・
雑
　
凡
有
職
者
　
加
次
第
問
正
（
『
高
麗
史
』
巻
二
九
、
世
家
、
忠

　
烈
王
八
年
五
月
庚
申
）
。

　
1
　
文
宗
三
十
年
の
権
務
官
禄
の
整
備

　
高
麗
時
代
の
禄
制
が
文
宗
代
に
ほ
と
ん
ど
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
、
権
門
官
禄
も
文
宗
三
十
年
（
一
〇
七
六
）
に
整
備
さ
れ
た
。
文
語
三
十
年
に

整
備
さ
れ
た
権
務
官
の
年
俸
は
最
高
六
十
石
か
ら
最
低
六
石
に
至
る
ま
で
十
科
等
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
整
理
す
れ
ば
、
〈
表
1
＞
の
よ
う

に
な
る
。

　
〈
表
1
＞
で
注
目
さ
れ
る
の
は
品
官
権
務
と
甲
・
乙
・
丙
科
権
務
及
び
雑
権
務
の
区
別
が
あ
り
、
各
々
の
受
電
額
に
も
差
を
設
け
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
一
帯
（
六
十
石
）
か
ら
四
科
（
十
六
石
十
割
）
に
至
る
ま
で
は
諸
官
署
の
使
・
副
使
等
の
、
三
品
か
ら
七
品
ま
で
の
二
階
を
持
ち
な
が
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〈表1＞文宗三十年の権務官禄（『高麗史』巻八十，食貨三，禄俸条による）

禄科1禄俸（311・斗）1
権 務 雪 転

程
侮 考

iI601 ゆ五細品）・八蹴（四品）・内鵬使（避品） ト四品以上・使

2 40 ②都斎（酉晶）・奉先庫使，景霊・含慶殿使，③玄徳・延

慶・明福宮使，①の副使（五品以上）

匹品以上の使

五品以上の副使

・126i1・1艇徳・葦戸・舘仇東・鰍悲賊③・副使

・・6巨・ゆ・鞭（六品以上）・④・臨瀧翻使（七品以上）1六・七品以上・副使

5

6

7

8

13

10

8

8

5

10

10

五部・都兵馬録事（山科），八関費・内野宅判官（甲科），

醐定・四面都監判官（甲科），勾覆院二宮（甲科）

翰林院直壁（権務），当室閣直閣（視従六夢）・校勘・直史

館，御書院留三宮，国子兼直学（従九品），式目（甲科）・

迎送（聖王）都監録察，典牧司録事（乙科），②の判官（乙

科），倉庫・行廊下監判官（乙科），内弓箭庫判官（馬主），

③の録事（丙科），撲頭・聚山・慶山店録事（乙科）

④の録事（嬉嬉），済二野・大常府・同文院・書籍店・都

盟院・給田都監録事（丙科），祭器・画簿都監判官（丙科），

東西材工判官（丙科），諸神廟直（雑），神堂・栗浦直，諸

二二（丙科），九曜開門，諸牧監直（丙科），延袖・安昌宅

典，福昌・景昌院典，諸殿守護員

二二i直・宮直・殿直・二二，二二二二，順天二二，三二

重監

甲科権務

晶官・工科・乙科

・丙三権務

丙科及び雑国務

雑工務

，1　71 儲直黒 睡務
io　1　61 離腫監（甲科？） 灘務

＊権務職の職種と備考欄は『高麗史』百官志を参考にした。

ら
も
実
職
を
も
ら
え
ず
権
務
職
に
携
わ
る
、
品
官

権
務
の
禄
科
を
規
定
し
て
い
る
。
五
二
（
十
三
石
五

斗
）
と
六
科
（
十
石
十
斗
）
は
、
主
と
し
て
諸
官
署
の

録
事
と
判
官
で
科
挙
や
蔭
叙
を
通
し
て
同
正
編
の

散
階
を
も
ち
な
が
ら
も
実
職
は
も
ら
え
ず
甲
科
・

乙
科
・
年
時
に
当
た
る
権
務
職
に
補
任
さ
れ
た
品

官
で
あ
り
、
七
科
（
八
石
十
斗
）
に
は
丙
科
三
舟
に

当
た
る
諸
官
署
の
録
事
・
判
官
等
と
、
雑
権
務
に

当
た
る
直
・
典
・
諸
殿
守
護
員
等
が
あ
る
。
ま
た

八
科
（
八
二
）
か
ら
十
科
（
六
石
）
に
至
る
ま
で
は
す

べ
て
雑
権
務
と
し
て
宿
直
・
上
鞘
・
殿
直
・
子
鼠

・
館
直
等
の
諸
直
と
、
勾
覆
院
重
監
に
支
給
さ
れ

る
権
益
官
禄
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
八
科
以

下
は
甲
科
権
務
た
る
勾
二
院
重
監
を
除
く
と
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

べ
て
雑
権
務
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
雑
権
務
と

は
登
科
や
蔭
叙
と
は
関
係
の
な
い
雑
類
と
し
て
雑

権
務
職
を
通
し
て
前
官
に
進
む
仕
路
で
あ
っ
た
ろ

う
が
、
書
類
の
仕
路
が
雑
誌
に
限
ら
れ
て
い
た
と

い
う
点
か
ら
み
て
、
品
官
権
務
と
は
も
と
よ
り
、

76　（366）



甲
科
・
乙
科
・
丙
科
権
務
と
も
区
別
し
て
雑
権
務
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
要
す
る
に
、
高
麗
時
代
の
黒
蟻
職
は
、
七
品
を
境
と
し
て
、
七
品
か
ら
三
品
に
至
る
品
官
権
務
と
、

科
・
丙
科
権
務
と
、
雑
類
の
品
官
進
出
の
仕
路
た
る
雑
権
務
と
に
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

同
正
職
の
散
階
八
・
九
品
の
予
科
・
乙

権務官禄を通じてみた高麗時代の権務職（崔）

　
2
　
仁
宗
朝
の
更
定
権
務
賞
禄

　
高
麗
の
大
部
分
の
制
度
が
文
宗
代
に
一
応
整
備
さ
れ
、
滋
養
代
に
大
幅
な
改
定
が
行
な
わ
れ
た
の
と
同
様
に
、
当
務
官
禄
も
仁
十
代
に
更
定

さ
れ
た
。
孟
宗
代
の
庶
務
官
禄
も
、
文
宗
代
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
品
官
権
務
と
甲
・
乙
・
丙
科
権
務
及
び
雑
権
務
と
に
区
別
さ
れ
る
。
し

か
し
密
宗
三
十
年
に
整
備
さ
れ
た
権
務
官
禄
が
一
思
六
十
石
か
ら
十
善
六
石
に
至
る
ま
で
の
十
科
等
に
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
享
受
代
に

更
定
さ
れ
た
権
務
官
禄
は
、
一
悪
六
十
石
か
ら
九
科
八
石
十
斗
に
至
る
ま
で
九
科
等
に
な
っ
た
。
廃
止
さ
れ
た
官
職
名
と
新
し
く
現
わ
れ
た
官

職
名
と
に
は
顕
著
な
差
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
整
理
す
れ
ば
、
〈
表
2
＞
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
〈
表
2
＞
に
よ
る
と
、
一
科
五
部
・
八
曇
霞
・
内
荘
宅
の
使
は
六
十
石
で
恩
讐
の
禄
制
と
変
わ
ゆ
は
な
い
が
、
興
王
都
監
使
が
仁
宗
の
更
定

禄
制
に
新
し
く
登
蔑
す
る
。
こ
れ
は
義
天
の
続
蔵
経
刊
行
と
関
係
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
二
科
四
十
石
に
は
文
宗
代
の
権
輿
官
禄
に
あ
っ
た
景

霊
殿
使
が
見
え
な
く
な
り
、
新
し
く
興
王
都
監
副
使
と
都
祭
庫
使
が
登
場
す
る
が
、
そ
の
他
は
文
宗
三
十
年
の
権
務
官
禄
と
完
全
に
一
致
し
て

い
る
。
三
科
二
十
六
石
十
斗
に
は
、
延
徳
・
興
京
宮
等
の
使
が
見
え
な
く
な
り
、
都
祭
庫
副
使
と
興
盛
宮
副
使
及
び
興
徳
・
昌
古
型
の
使
が
新

し
く
見
え
て
お
り
、
古
説
庫
（
六
品
）
・
奉
先
庫
・
含
慶
殿
の
副
使
は
前
の
文
宗
三
十
年
の
権
務
宮
室
で
は
四
幅
十
六
石
十
斗
だ
っ
た
の
が
、
二

十
六
石
十
斗
に
増
額
さ
れ
、
玄
徳
・
明
福
・
延
慶
宮
の
副
使
と
東
・
西
大
悲
院
の
使
は
以
前
と
同
じ
で
あ
る
。
但
し
済
危
宝
に
お
い
て
百
官
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
は
そ
の
使
が
見
え
て
お
ら
ず
副
使
の
み
が
一
人
見
え
て
い
て
、
食
貨
志
禄
俸
条
の
霊
鑑
宝
使
は
副
使
の
誤
記
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て

文
話
三
十
年
の
権
務
官
禄
で
四
科
十
六
石
十
斗
だ
っ
た
済
危
宝
副
使
が
、
仁
宗
の
更
定
権
務
官
禄
で
二
十
六
石
膠
斗
に
増
額
さ
れ
た
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
四
科
十
六
石
十
斗
の
興
徳
・
昌
楽
等
の
諸
富
の
副
使
は
仁
宗
禄
制
で
新
し
く
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
。
五
科
二
十
石
の
直
翰
林
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＜表2＞　仁宗代の更定権務官禄（『高麗史』巻八十寧食貨三ゴ禄俸条による）

三夏 隣（属 斗）｝

権　　　　　　務　　　　　　宮 ｝備　考
1 1・・ 1 1①五部（四品）斑艦・八田（騙）・内診使（三品） ト四品肚・使

2 40 ①の副使（五品以上）・都祭・都斎（四品）・奉先庫。含慶 四・五品以上の使

殿・玄徳・延慶・明福宮使

3 26 10 都祭・都響（六品）・奉先庫・含慶殿・玄徳・睨福・延慶 六・七品以上の使

・三盛宮副使，東・西大悲院使，済危宝使（七品～）興徳

i ・昌楽等の諸司使

4 i・6 1・・ 1興徳・昌購・駅使 1
5 1・・ 1 陣鱗（権務）値蝋（権務）・殿前鮨 1
6 13 5 式目都監（甲科）・都兵馬（甲科）・五部録事（甲科），剛定 甲三権務

（甲科）・四面（登科）・興正都監判官（甲科），内荘宅・八

関賓・質文閣校勘等農科判官・録事，御書留院官・勾覆

院判宮（甲科）

7 10 10 書斎（乙科）・都祭（乙科）・奉先（乙科）・弓箭庫（乙科）・ 乙科権務

景霊殿（乙科～）・倉庫（山科）・行廊都監判官（乙科），迎

送都監（乙科）・典牧（乙科）・僕頭（乙科）・慶山店（乙参1）

1 ・含鋭感・玄徳・延慶・暁福宮録事

8 ｝・・

i！ 国学直学 1
　iX 8 10 秘書校勘，大開府（丙科）・同文院（丙科）・書籍店（湾科） 蝉騒権務，闇闇務

・祭器（二宮，丙科）・虞1手奪（半彗官，　丙牟卜）・系凹田都監（丙

科）・東西大悲院（亜科）・済危費塗装（丙科），昌楽・承

慶等の諸職録事，東西職場判宮（丙科），六窯直，諸職監

直（丙科），都塩院（録事，丙零ト），延祐宅・爆心・安昌宅

・景昌・福昌院・萬齢殿典，諸陵直（雑）

一

　
五
科
二
十
石
の
直
翰
林
・
直
史
館
・
戸
前
諭

旨
を
基
準
に
し
て
贔
官
権
務
と
そ
れ
以
下
の
山

科
・
乙
科
・
丙
科
寸
寸
及
び
一
権
務
に
区
別
さ

れ
て
い
る
。
六
科
十
三
石
五
斗
に
当
た
る
甲
科

（
権
務
）
・
直
士
館
（
権
務
）
・
殿
前
二
軍
に
つ
い

て
は
よ
り
詳
し
い
説
明
を
必
要
と
す
る
。
芸
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

館
の
直
翰
林
四
人
の
中
、
二
人
を
権
務
職
に
し
、

文
宗
代
の
権
務
官
禄
で
翰
林
院
直
院
が
六
三
十

石
で
あ
っ
た
が
、
仁
宗
代
の
権
務
官
禄
で
は
二

十
石
に
増
額
さ
れ
た
。
春
秋
館
の
直
史
館
も
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

人
の
中
、
二
人
を
権
務
に
し
、
以
前
の
十
回
忌

斗
か
ら
二
十
石
に
増
額
さ
れ
て
い
て
、
文
翰
系

統
の
待
遇
が
非
常
に
よ
く
な
っ
た
。
抜
庭
局
の

殿
前
面
旨
は
、
文
宗
三
十
年
の
権
務
官
禄
に
は

見
え
て
お
ら
ず
、
文
武
班
禄
に
二
十
石
に
な
っ

て
い
た
が
、
仁
歴
代
の
権
務
官
禄
は
二
十
石
に

な
っ
た
。
こ
れ
は
南
班
の
正
九
品
の
殿
前
脚
旨

が
仁
無
代
に
権
務
職
に
変
わ
っ
た
こ
と
を
物
語

る
。
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権
務
に
は
興
王
都
監
の
判
官
が
新
し
く
見
え
、
都
兵
馬
・
五
部
・
冊
定
・
四
面
・
内
荘
宅
・
郷
関
宝
・
勾
覆
院
の
判
官
は
従
前
の
ま
ま
で
あ
っ

た
が
、
式
目
都
監
録
事
・
過
誤
閣
校
勘
・
御
書
留
院
官
は
文
聖
代
の
十
石
十
斗
か
ら
十
三
石
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
工
務
官
禄
の
七
千
十
石
十

斗
を
も
ら
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
乙
科
二
選
に
は
都
祭
器
判
官
が
新
し
く
見
え
、
都
斎
庫
・
奉
先
庫
・
弓
箭
庫
・
景
霊
殿
・
倉
庫
都
監
・
行
廊

都
監
の
判
官
と
迎
送
都
監
・
典
卑
湿
・
僕
頭
店
・
慶
山
店
・
玄
徳
宮
・
延
慶
宮
・
明
福
宮
の
録
事
は
従
前
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
文
鳥
代
の
権
務

官
禄
に
見
え
た
当
山
店
の
録
事
が
見
え
な
く
な
り
、
受
難
殿
の
録
事
は
文
宗
代
の
禄
制
で
は
判
官
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
判
官
で
は
な

い
録
事
に
な
っ
て
い
る
。
実
科
十
石
の
国
学
直
学
は
、
以
前
は
見
え
な
か
っ
た
が
、
新
し
く
現
わ
れ
た
も
の
と
し
て
国
子
監
の
従
九
品
職
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
。
国
子
監
の
従
九
品
職
に
は
学
諭
・
志
学
・
書
学
博
士
・
箪
学
博
士
な
ど
の
四
二
が
あ
る
。
学
窓
・
書
・
算
学
博
士
は
、
野
卑
の
更
定
評
欄

の
文
武
円
坐
で
は
と
も
に
十
石
に
な
っ
て
い
た
が
、
直
学
だ
け
が
警
務
官
禄
で
十
石
に
な
る
。
こ
れ
は
国
子
監
の
従
九
品
職
の
中
、
国
学
全
学

だ
け
を
実
務
職
に
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
九
科
の
八
石
十
斗
に
当
た
る
丙
科
及
び
雑
愚
智
に
は
、
延
徳
・
興
男
宮
の
録
事
（
丙
科
）
、
諸
神
廟

直
（
奪
権
務
）
、
神
詣
・
栗
浦
直
、
諸
窯
直
（
丙
科
）
、
九
曜
謹
直
、
諸
殿
守
護
員
等
が
見
え
な
く
な
り
、
そ
の
代
わ
り
に
秘
書
校
勘
、
六
窯
直
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

衙
典
電
器
、
万
言
殿
典
、
諸
陵
直
（
雑
権
務
）
等
が
新
し
く
見
え
る
。
そ
の
中
、
秘
書
校
勘
は
衡
官
製
に
晶
外
患
に
な
っ
て
い
る
。
秘
書
省
の
従

九
品
た
る
正
字
は
聖
母
代
の
禄
制
と
仁
宗
代
の
測
定
満
干
の
文
武
班
禄
に
と
も
に
十
石
に
な
っ
て
い
る
が
、
校
勘
は
仁
宗
代
の
羊
歯
権
晶
晶
禄

に
の
み
八
石
窟
斗
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
秘
書
校
勘
は
品
聖
職
と
し
て
権
務
職
で
あ
り
、
丙
科
詩
評
と
同
じ
権
務
官
禄
を
も
ら
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
密
宗
三
十
年
に
整
備
さ
れ
た
権
務
官
禄
で
八
方
早
寝
か
ら
十
科
六
石
に
至
る
ま
で
は
す
べ
て
雑
権
務
に
あ
た
る
。
し
か
し
仁
平
代
の
更
定
権

務
官
禄
で
は
延
祐
宅
典
か
ら
諸
陵
直
ま
で
の
七
官
署
を
除
い
た
多
く
の
雑
誌
務
が
見
え
な
く
な
る
。
ま
た
文
宗
禄
制
で
の
雑
権
務
は
痛
言
か
ら

十
科
に
至
る
ま
で
三
科
等
に
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
雷
電
代
の
更
定
労
務
官
禄
で
は
雑
課
試
は
九
科
の
八
石
十
斗
に
単
一
化
さ
れ
て
い
る
。

仁
聖
代
に
お
け
る
雑
激
務
の
大
幅
な
縮
小
は
こ
の
時
雑
職
を
通
じ
た
仕
置
進
出
が
大
い
に
抑
制
さ
れ
た
こ
と
と
相
応
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
仁
宗
代
の
更
定
等
等
官
禄
に
雑
権
務
を
始
め
と
す
る
多
く
の
官
職
が
設
置
さ
れ
た
り
廃
止
さ
れ
た
り
す
る
の
は
権
務
職
の
臨
時
的
性
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格
を
よ
く
表
す
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
高
麗
王
朝
の
国
家
体
制
の
整
備
過
程
に
お
い
て
臨
時
職
の
設
置
・
廃
止
が
多
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る

　
　
　
　
　
⑧

も
の
で
あ
る
。
こ
う
見
る
と
、
権
務
職
は
官
職
運
営
上
正
職
体
制
外
に
置
か
れ
て
い
て
、
正
職
の
任
命
を
制
限
し
、
限
ら
れ
た
官
職
数
で
多
く

の
官
僚
を
取
り
入
れ
ら
れ
る
制
度
で
あ
っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。

①
　
勾
門
院
　
文
宗
定
　
二
極
七
人
重
監
二
人
歯
科
構
務
（
『
高
麗
史
輪
巻
七
七
、
百

　
官
二
、
諸
司
都
監
各
色
）
と
あ
っ
て
、
早
尾
院
の
判
官
・
重
監
が
と
も
に
甲
科
檬

　
務
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
判
官
は
甲
科
構
務
と
し
て
五
重
、
十
三
石
五
斗
、

　
重
監
は
椛
務
の
最
下
の
難
論
に
、
六
石
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
銭
穀
の
出

　
納
∵
会
計
を
司
る
重
要
な
官
署
で
あ
る
三
司
の
田
暇
は
雑
構
務
と
な
っ
て
い
る
の

　
に
対
し
、
勾
覆
院
の
重
監
が
田
－
科
…
罹
務
と
な
っ
て
い
る
上
の
『
高
麗
史
』
百
官
恋

　
の
記
録
は
信
用
し
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
勾
覆
院
の
重
監
は
雑
模
務
で

　
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

②
　
興
正
都
監
の
使
は
『
高
麗
史
隔
巻
七
七
、
百
宮
二
、
諸
司
都
監
各
色
条
に
「
恭

国
王
十
一
年
置
判
官
豊
科
重
重
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
使
・
副
使
は
記
さ
れ

　
て
い
な
い
。
し
か
し
仁
宗
更
定
細
務
官
禄
に
は
使
六
十
石
、
副
使
四
十
石
、
判
官

　
十
三
石
五
斗
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
仁
宗
代
以
後
の
あ
る
時
期
に
使
・
副

　
使
と
い
う
品
官
椹
務
は
廃
止
さ
れ
て
し
ま
い
、
聖
堂
王
十
一
年
に
は
判
官
だ
け
が

　
甲
科
権
務
と
な
っ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
上
の
百
官
志
の
記

　
録
は
信
用
し
難
い
の
で
あ
る
。

③
濟
出
頭
光
宗
十
四
年
始
置
文
宗
定
副
使
一
人
七
品
以
上
録
事
一
人
丙

　
面
構
務
（
『
高
麗
史
』
巻
七
七
、
百
官
二
、
諸
司
都
監
各
色
）
。

④
誓
文
館
…
…
顕
宗
改
為
翰
林
院
文
宗
定
判
細
事
宰
臣
兼
之
…
…
直
院
四
人
其

　
二
髄
隅
務
（
『
高
麗
史
』
巻
七
山
ハ
、
｝
臼
官
一
、
蹴
倒
文
書
）
。

⑤
　
春
秋
館
…
…
直
史
館
四
人
其
三
権
務
、
後
陞
荘
厳
為
八
割
　
思
考
復
以
旧
館
為

　
繊
隅
務
（
『
風
調
麗
史
』
巻
七
六
、
百
官
二
、
春
秋
館
）
。

⑥
　
成
均
館
…
…
成
宗
概
國
子
監
…
…
文
宗
定
…
…
学
諭
四
人
　
直
書
二
人
書
学

　
博
士
二
人
　
算
学
博
士
二
人
　
並
従
九
品
（
『
高
麗
史
』
巻
七
六
、
百
官
一
、
成

　
斎
館
）
。

⑦
極
細
寺
…
…
成
宗
十
四
年
改
秘
書
省
…
…
文
宗
定
無
口
穂
並
三
品
…
…
校
書
郎

　
二
人
正
九
品
　
正
字
二
人
従
九
品
　
校
勘
二
人
（
『
高
麗
史
』
巻
七
六
、
百
官
一
、

　
紅
潮
寿
）
。

⑧
　
且
都
監
各
色
　
因
購
而
置
　
事
已
則
罷
（
『
高
麗
史
』
巻
七
六
、
百
官
一
、
序

　
文
）
。
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第
三
章
　
権
務
職
の
職
制
上
の
位
置
と
性
格

　
1
　
実
職
と
散
職

　
高
麗
時
代
の
一
般
の
官
人
の
品
階
は
従
一
品
よ
り
従
九
品
に
至
る
位
階
秩
序
体
系
の
文
上
階
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、

職
（
正
職
）
の
顕
官
と
、
退
職
し
た
散
官
の
区
別
が
あ
っ
た
。

そ
の
体
系
の
下
で
、
実
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忠
烈
王
十
五
年
（
一
二
八
九
）
、
遼
東
の
揚
船
で
、
元
に
捧
げ
る
べ
き
出
米
を
拠
出
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
顕
官
宰
枢
　
致
仕
藍
革
　
散
漫
宰

枢
、
顕
官
三
品
　
致
仕
三
品
　
散
超
脚
註
、
東
西
（
顕
任
）
四
品
　
散
宮
思
量
、
東
西
五
品
、
東
西
六
品
、
散
基
幹
・
六
品
、
東
西
七
・
八
品
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

東
西
九
品
、
権
務
隊
正
、
別
記
散
職
に
至
る
ま
で
、
文
散
階
体
系
下
の
全
て
の
官
人
に
出
米
を
拠
出
す
る
よ
う
に
し
た
。

　
こ
こ
で
、
当
時
の
高
麗
の
全
て
の
宮
人
を
、
実
職
に
携
わ
る
顕
官
と
散
官
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
顕
官
に
対
称
さ
れ
る
解
官
は
、
実

職
か
ら
退
き
、
散
階
だ
け
を
有
し
て
い
る
散
官
を
意
味
す
る
も
の
で
、
高
麗
時
代
の
正
職
の
顕
官
と
退
官
し
た
散
官
は
、
皆
同
一
の
文
題
階
体

系
下
に
包
括
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
高
麗
時
代
の
一
般
の
官
人
の
贔
階
は
、
従
一
品
よ
り
従
九
品
に
至
る
位
階

秩
序
体
系
の
子
器
階
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
顕
嘗
で
あ
れ
散
楽
で
あ
れ
、
散
階
を
有
し
て
い
る
全
て
の
官
人
は
、
そ
の
秩
序
体
系
下
に
包
括
さ

れ
て
い
た
。
聖
上
元
年
（
九
九
八
）
の
改
定
田
即
製
に
表
れ
て
い
る
職
・
散
官
の
田
柴
支
給
規
定
の
中
に
も
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
〈
表
3
＞
の
穆
宗
元
年
（
九
九
八
）
、
改
定
田
柴
科
の
支
給
規
定
で
は
、
侍
中
と
致
仕
侍
中
、
左
右
僕
射
　
致
仕
左
右
僕
射
　
散
左
右
立
射

検
校
太
古
と
、
そ
れ
以
下
の
散
官
九
品
と
品
外
職
に
至
る
ま
で
、
西
柴
の
支
給
額
を
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
顕
官
を
基
準
と
し
て
、
致

仕
・
検
校
・
憂
世
に
対
す
る
田
柴
の
支
給
額
と
の
間
に
差
を
つ
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
実
職
の
顕
官
で
な
い
散
官
は
勿
論
、
致
仕
官
・
検
校
官

も
厳
密
な
意
味
で
、
散
官
に
属
す
る
も
の
で
、
従
っ
て
高
麗
時
代
の
官
人
体
系
を
職
・
軍
官
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
同
正
職
体
系
の
散
官
も
、
広
い
意
味
で
は
散
官
に
属
す
る
。
実
職
を
保
た
ず
、
散
階
だ
け
を
有
し
て
い
る
、
す
べ
て
の
官
人
は
散
官
に
属
す
る

の
で
あ
る
。
〈
表
3
V
を
み
る
限
り
で
は
、
同
胞
職
の
散
官
に
土
地
が
支
給
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
同
人
職
の
散
宮
に
も
禄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

俸
は
な
か
っ
た
が
、
土
地
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。
仁
宗
代
の
状
況
を
伝
え
る
『
高
麗
財
経
』
に
「
散
官
舎
正
」
に
土
地
が
支
給
さ
れ
た
と
あ
る
。

穆
宗
元
年
、
改
定
逆
撃
科
規
定
の
第
十
六
科
の
「
製
述
明
経
登
科
将
仕
潔
し
と
、
第
十
七
科
の
「
諸
業
将
士
郎
」
は
、
〈
表
3
＞
で
は
登
科
者

に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
実
職
に
進
出
し
え
な
か
っ
た
同
正
号
の
散
宮
に
も
適
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
即
ち
、
登
科
者
が
将
士
郎
（
従
九
品
）
の
散
階
を
有
し
て
、
聖
職
に
進
出
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
実
職
に
あ
た
る
土
地
を
受
給
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
、
こ
の
表
は
登
科
者
と
し
て
、
実
職
に
進
出
し
え
な
か
っ
た
散
官
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
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＜表3＞穆宗元年，改定田柴科に表れた職・散官の田柴支給例示

　　　　　（『高麗史』巻七八，食貨一，田柴科条に依拠）

科
i田・柴（結）1 受　　給　　者　1 備　　　考

第1科 100 70 内史令，侍中 顕官従一品

第2科 95 65 致仕侍中

第3科 90 60 左・右僕射，検校太師

第4科 85 55 致仕左・右僕射

第5科 80 50 散左・右慶射

第6科 75 45 散穴尚書

第7科 70 40 散卿・監・侍郎

第8科 65 35 散軍器監，散上将軍

第9科 60 33 散塾主・少監

第10科
　　1551

30 数郎中，散大将軍

第11科 50i 25 散員外郎

第12科 45 22 散諸衛将軍・寺・監・丞

第13科 4G 20 散直長・中郎将

第14科 35 15 散寺・監注簿・郎将

第ユ5科 30 エ0 散正八品，散田将

第16科 27 製述明経登科将仕郎，散校尉・左右班殿直・侍禁

第17科 23 諸業将仕郎，散殿前承旨・隊正 従九品，正九品，品外

第18科 20 散殿前承旨 品外

科外 17
1

＊正門の顕官の田柴支給規定は，第一科（従一品，内史令，侍中）から第十六科（従九品秘

書正字，書・算学博士など）まで表れていて，各科に沿って衷した官職は職・散官の全

てを示したものではなく，説明の便宜上，例示したものである。

〈
表
3
V
で
は
、
一
一
が
大
き
く
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、

穆
宗
元
年
改
定
田
柴
科
の
規
定
で
は
、
実
職
者
に
支
給
さ

れ
る
田
柴
は
、
従
一
品
よ
り
従
九
品
に
至
る
ま
で
、
具
体

的
に
表
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
将
仕
郎
の
散
士
を
有
す

る
三
三
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

　
穆
宗
元
年
の
改
定
田
柴
科
で
は
、
致
仕
・
検
校
を
含
め

た
職
・
散
官
、
す
べ
て
に
土
地
が
支
給
さ
れ
た
。
し
か
し
、

文
宗
三
十
年
（
一
〇
七
六
）
、
田
柴
科
が
再
び
更
定
さ
れ
、

土
地
は
実
職
に
だ
け
支
給
し
、
致
仕
・
検
校
は
勿
論
、
す

べ
て
の
散
官
は
、
田
柴
受
給
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
彼
ら
が
給
田
の
対
象
か
ら
、
す
べ
て
外
さ
れ

た
の
は
、
実
職
か
ら
退
い
た
散
官
と
い
う
、
共
通
点
が
あ

っ
た
た
め
に
除
外
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

穆
宗
元
年
、
改
定
田
柴
科
で
、
同
正
門
の
轟
轟
と
も
関
係

の
あ
る
第
十
六
科
（
二
七
結
）
の
「
製
述
明
経
登
科
将
仕
郎
」

と
、
第
十
七
科
（
一
一
三
結
）
の
「
諸
業
将
仕
郎
」
は
、
文
宗

三
十
年
、
更
定
型
柴
科
の
第
十
五
科
（
二
五
結
）
に
「
文
林

郎
・
将
戯
郎
」
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
文
林
郎
と
将
仕
郎

は
、
登
科
老
に
与
え
ら
れ
た
文
散
従
九
品
の
上
下
に
あ
た
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権務官禄を通じてみた高麗時代の権務職（崔）

る
散
階
で
あ
る
。
及
第
し
て
文
林
郎
・
将
仕
郎
の
温
潤
を
有
し
、
黒
糖
に
進
出
し
え
な
い
場
合
、
臨
時
職
の
同
等
職
を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。

文
宗
三
十
年
に
は
、
こ
の
よ
う
に
歩
寄
だ
け
を
有
し
、
実
職
に
進
出
し
え
な
か
っ
た
同
門
職
の
散
官
に
も
、
土
地
が
支
給
さ
れ
た
。
穆
宗
の
時

に
は
、
製
述
・
明
経
科
に
登
科
し
た
将
仕
郎
は
第
十
六
科
二
七
結
、
転
業
（
雑
業
）
に
登
科
し
た
将
仕
郎
は
第
十
七
科
二
三
結
を
も
ら
う
よ
う
に

定
め
ら
れ
た
が
、
文
宗
三
十
年
に
は
、
両
者
を
単
一
化
さ
せ
、
文
林
郎
と
将
仕
郎
に
与
え
ら
れ
た
十
五
科
二
五
結
の
外
に
、
登
科
者
に
支
給
す

べ
き
登
科
田
は
、
別
途
に
分
離
設
定
し
た
。
文
宗
三
十
年
必
定
閏
柴
科
で
「
文
林
郎
・
将
仕
郎
」
が
、
ま
と
め
て
十
五
科
二
五
結
に
規
定
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
年
十
二
月
に
、
登
科
者
に
対
す
る
給
田
を
、
甲
科
は
二
十
結
、
そ
の
他
十
七
結
と
、
別
途
に
制
定
し
た
。
以
上

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
文
林
郎
・
将
仕
郎
に
支
給
し
た
二
五
結
は
登
科
者
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
正
論
の
品
官
に
進
出
し
え
な
か
っ

た
同
官
職
の
散
官
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
う
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
職
に
進
出
し
え
な
か
っ
た
同
義
職
体
系
の
散
官
が
あ

っ
た
こ
と
に
対
し
、
先
の
く
表
3
V
の
穆
宗
元
年
の
改
定
田
専
科
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
第
二
科
の
致
仕
侍
中
以
下
、
第
十
八
科
の
散
殿
前
信

旨
（
品
外
）
に
至
る
ま
で
、
論
考
よ
り
退
い
た
器
官
も
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
高
麗
時
代
の
正
倉
の
品
官
と
対
比
さ
れ
る
致
仕
官
、
検
校
官
、
実

職
よ
り
退
い
た
散
官
（
虫
離
散
官
）
と
、
実
職
に
進
出
し
え
な
か
っ
た
同
店
職
体
系
の
散
人
た
ち
は
、
す
べ
て
広
い
意
味
で
、
実
職
の
な
い
散
宮

で
あ
り
う
る
。
従
っ
て
、
高
麗
時
代
の
文
直
言
秩
序
体
系
の
下
の
す
べ
て
の
官
人
は
、
職
・
散
官
に
大
別
し
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
職
制

面
か
ら
み
る
時
、
文
言
階
体
系
の
下
に
、
正
職
（
実
職
）
と
対
比
さ
れ
る
散
職
は
、
致
仕
職
・
検
校
職
・
同
工
職
に
区
分
さ
れ
、
甥
途
の
散
職
体

系
を
成
し
て
い
た
。

　
2
　
致
仕
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
致
仕
職
は
、
七
十
歳
以
上
で
、
実
職
を
経
た
三
品
以
上
の
散
官
に
対
す
る
待
遇
職
で
、
致
仕
禄
が
別
途
に
決
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
支
給
規

定
自
体
が
致
仕
職
の
散
職
体
系
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
高
麗
時
代
の
致
仕
禄
は
李
氏
朝
鮮
時
代
致
仕
禄
の
奉
朝
嘉
禄
科
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

朝
鮮
時
代
で
も
七
十
歳
以
上
で
、
正
一
品
よ
り
正
三
品
堂
上
官
に
至
る
ま
で
、
奉
子
壷
禄
科
が
別
途
に
整
備
さ
れ
て
い
た
。
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3
　
検
校
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
検
校
職
は
、
宗
室
に
対
す
る
名
誉
職
、
文
武
班
の
功
勲
に
対
す
る
褒
賞
、
死
後
の
追
贈
職
、
内
侍
奴
等
に
除
授
さ
れ
た
勲
官
職
で
、
実
職
を

　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

経
た
り
、
隠
亡
の
品
階
よ
り
高
い
勲
職
を
も
ら
っ
た
り
、
単
純
に
検
校
職
だ
け
を
除
毒
さ
れ
る
一
種
の
待
遇
職
で
あ
っ
た
。
単
純
に
検
校
職
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

け
を
除
授
さ
れ
た
場
合
に
は
実
職
は
な
く
、
納
粟
を
通
じ
て
聖
職
を
受
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
検
校
職
そ
の
も
の
は
、
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

職
で
な
い
散
職
と
見
倣
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
一
品
よ
り
八
品
に
至
る
ま
で
、
別
途
の
散
職
体
系
を
有
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
う
い
う
検
校
職
の
鳶
職
体
系
に
沿
っ
た
田
柴
や
禄
俸
が
支
給
さ
れ
た
、
と
い
う
体
系
的
な
記
録
は
見
当
ら
な
い
。
穆
宗
元
年
に
、
「
検
校
太

師
」
に
対
す
る
田
柴
支
給
だ
け
見
え
、
高
麗
前
期
、
文
薄
禄
制
や
仁
宗
更
定
禄
制
で
、
検
校
官
に
禄
俸
の
支
給
さ
れ
た
記
録
は
な
い
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

高
麗
後
期
に
は
、
検
校
宰
臣
に
土
地
と
極
相
が
支
給
さ
れ
て
い
る
。
高
麗
後
期
に
新
し
く
登
場
し
た
内
侍
府
を
含
め
た
検
校
官
禄
は
、
鮮
初
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

太
祖
三
年
（
…
三
九
四
）
正
月
に
、
検
校
各
品
禄
は
、
本
意
科
に
三
等
を
下
げ
て
支
給
す
る
原
則
が
決
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
原
則
は
、
間

も
な
く
崩
れ
、
太
宗
十
五
年
（
一
四
一
五
）
正
月
に
は
、
本
品
科
に
三
等
を
落
と
す
原
則
よ
り
も
さ
ら
に
降
等
さ
れ
た
内
侍
府
・
東
班
検
校
禄
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
、
別
途
に
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
際
、
制
定
さ
れ
た
内
侍
府
・
東
班
検
校
禄
科
の
本
品
階
を
み
れ
ば
、
正
二
品
よ
り
従
四
品
に
至
る
散
職
体
系

を
成
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
内
侍
府
・
東
園
検
校
禄
科
も
制
定
さ
れ
て
か
ら
、
わ
ず
か
五
ヶ
月
後
の
同
年
六
月
に
、
内
侍
府
と
東
之
検
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

を
一
元
化
さ
せ
、
全
品
階
に
基
準
を
置
き
、
禄
科
を
降
等
す
る
新
し
い
検
校
各
品
専
科
が
再
び
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
際
、
新
し
く
制
定
さ
れ
た

検
校
各
品
禄
科
の
散
階
を
、
無
品
を
基
準
に
し
て
み
る
と
、
正
　
品
よ
り
正
・
従
六
晶
に
至
る
別
途
の
散
斑
体
系
を
成
し
て
い
る
。
太
宗
十
五

年
冬
制
定
さ
れ
た
検
校
下
品
禄
科
は
、
そ
の
後
、
翌
年
六
月
に
、
内
侍
府
検
校
を
除
い
た
一
般
検
校
に
対
し
て
は
、
廃
止
措
置
が
取
ら
れ
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
後
、
内
侍
府
検
校
も
世
宗
二
五
年
（
一
四
四
三
）
七
月
に
廃
止
さ
れ
た
の
で
、
有
禄
検
校
制
は
完
全
に
影
を
ひ
そ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
有
禄

検
校
調
が
廃
止
さ
れ
た
以
後
に
、
無
禄
検
校
と
し
て
「
検
校
去
官
」
と
い
う
退
職
者
に
対
す
る
優
遇
措
置
が
と
ら
れ
た
が
、
そ
れ
も
成
宗
の
初

め
に
中
断
し
、
検
校
職
そ
の
も
の
が
制
度
上
で
消
滅
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
下
職
体
系
の
上
層
部
が
検
校
職
、
下
層
部

が
同
下
職
で
ひ
と
つ
の
一
貫
し
た
散
職
体
系
を
成
し
て
い
る
と
す
る
従
来
の
見
解
は
、
検
校
職
が
廃
止
さ
れ
た
以
後
に
は
、
散
職
体
系
の
上
層
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部
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
矛
盾
に
陥
ら
ざ
る
を
え
ず
、
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

権務宮禄を通じてみた高麗蒔代の梅務職（羅）

　
4
　
同
正
職

　
同
心
職
は
、
正
職
に
対
す
る
臨
時
職
で
、
吏
職
を
含
め
た
倉
入
仕
懸
を
は
じ
め
、
正
善
の
品
官
に
進
出
し
え
な
か
っ
た
散
官
た
ち
の
受
職
の

た
め
、
定
員
外
に
設
定
し
た
臨
時
職
で
、
別
途
の
画
面
体
系
を
成
し
て
い
た
。
襲
職
の
同
前
職
体
系
の
散
官
た
ち
に
は
、
初
入
曽
職
で
、
吏
職

が
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
主
に
権
務
職
を
通
じ
て
散
階
を
上
げ
た
り
、
鳶
職
の
品
官
に
進
出
し
え
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
蔭

叙
を
通
じ
て
同
正
職
の
散
瞳
を
有
し
て
吏
職
を
与
え
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
身
分
は
吏
属
で
な
く
藤
壷
で
あ
り
、
権
務
職
を
重
職
し
、
正
条
の
品

官
に
進
出
せ
ず
に
弾
正
職
の
散
階
を
上
げ
ら
れ
る
場
合
も
勿
論
愈
愈
で
あ
り
、
そ
の
同
正
意
の
愈
愈
体
系
は
、
五
・
六
品
よ
り
九
品
に
至
る
ま

で
、
別
途
の
散
職
体
系
を
成
し
て
い
た
。
朝
鮮
時
代
の
雑
職
同
正
は
、
正
六
品
（
供
職
郎
．
無
職
郎
）
よ
り
従
九
品
（
展
勤
郎
）
に
至
る
ま
で
、
別
途

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

の
散
職
体
系
を
有
し
て
い
た
し
、
吏
科
出
身
者
と
門
蔭
出
身
者
は
、
後
述
す
る
が
、
文
散
階
六
品
以
下
の
散
階
を
有
し
て
い
た
。

　
高
麗
時
代
は
科
挙
や
蔭
叙
を
通
じ
て
実
題
や
同
正
職
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
た
し
、
蔭
叙
を
通
じ
て
鳶
職
や
紅
塵
同
正
を
受
け
る
こ
と
の
外

に
も
、
「
成
衆
愛
馬
三
選
補
」
「
南
班
寒
路
之
陞
姦
し
な
ど
、
品
官
の
進
出
の
仕
路
は
多
様
で
あ
り
、
ま
た
同
同
職
が
与
え
ら
れ
る
範
囲
も
広
か

っ
た
。
し
か
し
、
朝
鮮
時
代
は
、
鮮
初
よ
り
吏
臨
調
才
と
門
蔭
取
才
と
い
う
試
験
選
抜
謎
掛
（
取
口
）
を
実
施
し
、
同
激
職
の
除
授
を
厳
し
く
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

限
し
た
。
登
科
出
身
老
は
都
染
庫
・
恵
鳳
毛
・
略
画
庫
の
三
官
署
で
、
門
蔭
出
身
者
は
司
諸
国
で
同
正
直
を
除
慰
す
る
よ
う
に
し
た
。

　
吏
科
取
才
は
校
書
官
で
管
掌
し
、
吏
科
応
募
者
の
成
績
を
採
点
し
重
曹
に
捧
げ
れ
ば
、
吏
曹
で
は
そ
の
等
級
に
沿
っ
て
初
茸
仕
職
で
同
正
職

を
除
識
し
た
。
歯
科
取
才
合
格
者
に
対
す
る
同
正
職
除
授
規
定
が
太
宗
十
四
年
四
月
に
改
定
さ
れ
、
取
才
成
績
の
結
果
に
則
っ
て
一
等
に
都
染

署
令
同
正
（
正
八
品
）
、
二
等
に
都
染
署
丞
同
正
（
正
九
品
）
、
三
等
に
恵
済
庫
直
長
同
論
（
職
牒
だ
け
付
与
）
を
除
書
す
る
よ
う
に
し
た
。
当
時
、
恵

済
庫
が
廃
止
さ
れ
る
や
、
都
仁
熊
令
を
黄
染
署
丞
、
都
育
署
丞
を
書
影
練
墨
丞
と
し
、
そ
の
後
、
再
び
一
等
に
都
染
署
丞
同
正
、
二
等
に
都
染

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

署
副
乳
正
正
、
三
等
に
架
閣
庫
録
事
自
門
を
古
平
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
世
祖
九
年
（
一
四
六
三
）
二
月
に
都
染
署
が
廃
止
さ
れ
た
の
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㊧

に
と
も
な
い
、
一
等
が
些
細
泉
下
離
々
、
二
等
が
架
閣
庫
副
丞
同
正
に
変
更
さ
れ
、
そ
の
後
に
架
閣
庫
も
廃
止
さ
れ
た
た
め
、
世
祖
十
四
年
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

月
以
後
に
は
、
吏
科
出
身
の
等
級
と
出
身
だ
け
を
表
す
白
牌
を
支
給
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
該
当
官
署
が
み
な
廃
止
さ
れ
、
給
牌
だ
け
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
吏
科
出
身
に
与
え
ら
れ
る
同
劇
職
の
散
階
が
、
あ
い
ま
い
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
吏
科
出
身
者
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

先
に
指
摘
し
た
雑
事
同
量
の
散
職
体
系
と
は
違
っ
て
、
文
亀
階
の
六
品
以
下
の
い
ず
れ
か
の
散
階
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
門
蔭
取
才
は
受
蔭
老
の
身
上
職
名
を
記
録
し
、
吏
曹
に
申
告
す
れ
ぱ
、
吏
曹
で
は
芸
文
館
に
移
文
し
、
芸
文
館
で
経
書
各
一
種
を
試
み
て
、

舎
格
者
に
牌
を
与
え
、
吏
曹
に
還
報
ず
る
。
吏
曹
で
は
、
功
臣
及
び
二
品
以
上
の
子
・
孫
・
婿
・
弟
・
姪
に
は
、
司
正
直
長
同
量
を
与
え
、
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

外
の
実
行
三
品
官
の
子
・
孫
と
毫
諌
・
一
曹
官
を
経
た
者
の
子
に
は
、
司
醍
副
直
長
異
事
を
与
え
た
。
し
か
し
、
門
同
士
才
の
合
格
者
に
は
、

直
接
、
実
職
を
与
え
る
の
で
は
な
く
て
、
弁
職
を
与
え
待
機
さ
せ
欠
員
が
生
じ
る
と
実
職
に
任
命
し
た
が
、
一
生
涯
か
か
っ
て
も
叙
用
さ
れ
な

い
場
合
も
あ
り
、
そ
の
地
位
は
学
生
に
も
及
ば
な
い
単
純
な
栄
誉
職
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
門
蔭
取
才
を
「
門
蔭
言
任
愚
才
」

　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
も
、
「
吏
科
」
と
も
呼
ん
だ
。
試
験
科
目
も
雑
詠
の
道
流
と
同
じ
だ
っ
た
し
、
録
事
に
属
す
る
こ
と
を
望
む
と
、
こ
れ
を
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

こ
れ
は
門
蔭
出
身
者
ら
の
地
位
が
格
下
げ
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
逆
に
み
れ
ぼ
、
門
蔭
出
身
者
が
録
事
と
は
厳
然
と
区
別

さ
れ
、
吏
科
出
身
と
対
等
な
意
味
を
有
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
、
草
蔭
出
身
者
に
羅
宇
が
与
え
ら
れ
る
こ

と
か
ら
み
て
、
散
階
を
有
し
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
の
に
、
門
蔭
出
身
者
に
同
旨
職
を
除
歯
し
て
い
た
司
醍
署
は
、
『
経
國
大
典
』
に
従
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

品
以
下
従
八
品
の
細
事
…
員
に
至
る
ま
で
、
正
野
の
品
宮
だ
け
表
し
て
い
る
し
、
同
風
職
の
設
定
は
見
当
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
彼
ら
に
い
か

な
る
方
法
で
ど
の
よ
う
に
散
階
が
与
え
ら
れ
た
の
か
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
が
、
影
職
が
与
え
ら
れ
、
望
む
な
ら
ば
録
事
に
な
る
こ
と
が
で
き

た
と
い
う
こ
と
か
ら
み
て
、
文
散
階
の
六
品
以
下
の
い
ず
れ
か
の
散
華
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
影
職
は
職
街
だ
け
あ
り
、
職
事
の
な
い
官
職
で
、
有
蔭
子
弟
ら
が
入
属
で
き
る
出
願
衛
の
去
官
の
規
定
に
、
仕
満
七
五
日
ぶ
り
に
品
階
を
上

げ
ら
れ
て
去
官
す
る
と
、
従
五
品
の
影
職
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
去
勢
し
て
影
職
を
受
け
よ
う
と
す
れ
ぼ
、
最
小
限
、
従
五

品
以
下
よ
り
去
均
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
門
蔭
出
身
者
は
、
少
な
く
と
も
、
六
品
以
下
の
い
ず
れ
か
の
散
階
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

86　（376）



る
の
で
あ
る
。
門
蔭
出
身
者
に
は
盆
点
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
録
事
に
叙
爵
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
録
事
に
影
職
が
与
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
場
合
に
も
、
文
散
階
の
従
六
品
で
、
去
官
す
る
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
。

　
以
上
か
ら
み
る
と
、
高
麗
時
代
は
同
正
心
の
散
階
を
有
し
、
吏
職
や
権
務
職
を
通
じ
て
正
職
の
贔
官
に
進
出
す
る
と
か
、
散
階
を
上
げ
る
こ

と
の
で
き
る
仕
路
が
拡
大
さ
れ
て
い
た
が
、
朝
鮮
時
代
は
吏
科
取
才
・
門
脈
取
才
、
と
い
う
試
験
島
辺
を
実
施
し
て
、
同
正
面
を
通
じ
た
正
職

進
出
の
仕
路
を
厳
し
く
制
限
し
つ
つ
、
正
六
品
よ
り
従
九
品
に
至
る
雑
塔
主
正
の
重
職
体
系
を
別
途
に
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
高
麗
時
代
の
文

散
階
五
・
六
品
以
下
に
、
別
途
に
設
定
し
た
同
出
職
の
散
職
体
系
は
、
朝
鮮
時
代
に
い
っ
た
ん
継
承
さ
れ
、
雑
職
工
正
の
分
離
な
ど
新
し
い
変

化
を
迎
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
高
麗
時
代
は
科
挙
や
蔭
叙
を
通
じ
て
正
職
の
聴
官
に
進
出
し
え
な
か
っ
た
場
合
、
同
文
職
の
加
階

が
与
え
ら
れ
た
が
、
朝
鮮
時
代
は
吏
科
と
門
玉
取
才
出
身
者
に
限
っ
て
、
文
正
階
の
六
品
以
下
の
い
ず
れ
か
の
散
階
が
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

権務官禄を通じてみた高麗時代の権務職（崔）

　
5
　
権
務
職
の
性
格

　
財
務
職
は
禄
俸
の
支
絵
さ
れ
な
い
同
二
丈
と
は
違
っ
て
、
同
正
当
体
系
の
散
官
は
勿
論
の
こ
と
、
面
影
荘
官
の
実
職
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い

左
官
で
あ
り
、
正
職
品
官
の
実
職
で
な
い
臨
時
官
署
の
実
務
職
に
勤
務
し
て
禄
俸
を
与
え
ら
れ
る
禄
官
の
職
潮
で
あ
っ
た
。
高
麗
時
代
の
文
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

班
を
は
じ
め
と
す
る
正
心
品
官
に
は
禄
俸
が
支
給
さ
れ
、
下
級
吏
属
に
支
給
さ
れ
た
禄
俸
は
別
賜
と
い
っ
て
、
そ
れ
と
区
別
し
た
。
科
挙
に
及

第
し
た
り
、
庭
面
の
特
典
を
受
け
た
り
し
て
、
同
正
職
の
達
意
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
初
入
慌
者
は
、
止
血
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
、
正
職
の

品
官
で
は
な
い
が
、
諸
司
都
監
・
富
・
院
・
殿
な
ど
の
録
事
・
判
官
・
直
・
典
な
ど
の
特
定
職
に
勤
務
し
て
権
務
官
禄
を
受
け
る
。
そ
し
て
一

定
の
期
間
が
た
つ
と
、
正
職
の
品
官
に
進
出
し
た
り
、
散
階
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
権
務
職
に
従
事
す
る
権
務
官
の
嘉
応
は
、
三
品
以
下
九
品
に
至
る
ま
で
、
文
散
階
や
同
正
職
の
散
逸
を
有
し
て
い
た
。
文
宗
三
十
年
の
権
務

官
禄
と
、
血
忌
更
定
権
門
官
禄
の
幡
豆
欄
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
品
階
は
、
文
事
阿
品
階
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
権
務
職
に
は
七
品
を
境
と

し
て
、
三
品
か
ら
七
品
以
上
の
品
官
権
務
と
、
同
正
忌
の
散
階
八
・
九
品
の
甲
科
・
乙
科
・
丙
科
権
務
と
は
、
上
下
関
係
で
区
別
さ
れ
た
。
こ
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こ
に
雑
早
上
を
加
え
る
と
、
権
務
職
は
3
種
類
で
区
別
で
き
る
。
分
類
で
は
3
種
類
で
あ
る
が
、
職
種
か
ら
す
れ
ば
、
5
職
種
と
な
る
。
雑
権

務
は
雑
類
た
ち
が
財
務
職
を
通
じ
て
品
嘗
に
進
出
で
き
る
仕
路
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
買
玉
・
理
科
・
薬
科
権
務
は
ど
の
よ
う
な

散
階
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
高
麗
時
代
で
は
、
科
挙
や
蔭
叙
を
通
じ
て
、
文
林
郎
（
従
九
早
上
）
・
将
仕
郎
（
従
事
晶
下
）
等
の
文
散
階
を

有
し
て
正
職
の
品
官
に
進
出
し
得
な
か
っ
た
場
合
、
同
志
職
の
散
階
を
除
授
さ
れ
て
権
務
職
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
権
務

職
に
補
任
さ
れ
た
者
た
ち
は
一
定
の
文
散
階
と
同
聖
職
の
散
階
を
同
時
に
兼
ね
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
車
輿
崇
は
及
第
し
て
権
務
職
（
式
目
都
監
録
事
）
に
補
任
さ
れ
る
前
に
、
従
九
品
将
仕
郎
の
文
語
階
と
待
遇
職
の
正
九
品
良
遠
耳
同
軸
を
同
時

　
　
⑳

に
兼
ね
、
金
義
元
は
父
蔭
に
よ
っ
て
権
務
職
（
調
成
仏
都
監
判
官
）
に
補
任
さ
れ
る
前
に
、
従
九
品
将
羅
馬
の
文
散
階
と
正
八
品
軍
器
注
簿
同
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐙

の
同
正
職
駅
馬
を
兼
ね
て
い
た
。
羅
梓
は
蓄
財
に
よ
っ
て
従
九
品
将
仕
郎
と
掌
醗
重
心
正
を
、
崔
惟
清
は
父
蔭
に
よ
っ
て
将
仕
懸
・
軍
器
注
簿

　
　
　
　
　
　
　
⑲

同
正
を
兼
ね
て
い
た
。
こ
う
し
た
例
か
ら
、
権
務
職
や
実
質
に
補
任
さ
れ
る
前
に
、
文
散
階
と
同
正
職
の
散
骨
を
同
時
に
も
っ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
高
麗
時
代
の
初
蔭
職
除
授
規
定
に
は
、
同
正
職
除
毒
規
定
の
み
が
現
れ
て
お
り
、
文
散
階
除
授
規
定
は
見
ら
れ
な
い
。
『
高
麗

史
』
巻
七
十
五
、
選
挙
三
、
錠
注
、
蔭
叙
条
に
現
れ
て
い
る
密
宗
十
二
年
六
月
判
と
同
十
三
年
閏
二
月
判
の
内
容
を
総
合
し
て
見
る
と
、
致

仕
お
よ
び
見
任
宰
臣
か
ら
正
・
従
五
晶
以
上
の
直
子
・
収
養
子
・
内
外
孫
・
出
塁
に
与
え
ら
れ
る
初
背
革
は
、
軍
器
注
簿
醇
正
（
正
八
品
）
・
良

笹
野
同
正
（
正
八
品
）
・
言
言
丞
同
正
（
正
九
品
）
・
粗
樫
同
正
（
主
事
同
正
・
令
史
同
説
）
の
4
種
類
に
大
別
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
正
八
・
九
品
の
同

正
職
と
吏
職
同
正
は
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
文
散
階
が
与
え
ら
れ
た
規
定
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
前
の
金
義
元
・
崔
梓
・
崔
気
欝
の
例

か
ら
見
た
よ
う
に
、
受
勲
者
に
も
耳
蝉
部
将
仕
郎
の
文
面
階
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
受
蔭
者
に
一
律
的
に
文
散
華
が
与
え
ら
れ
た
の
か
、
こ
の

点
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
権
務
職
や
実
職
に
補
任
さ
れ
る
前
に
、
文
散
階
や
八
・
九
品
の
同
線
職
の
散
階
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
疑
う
余
地
が

な
い
。
こ
う
見
る
と
、
高
麗
階
代
に
お
け
る
権
務
単
管
を
、
三
品
以
下
七
品
以
上
の
品
官
権
務
と
同
解
職
の
散
階
八
・
九
品
に
当
た
る
陽
平
・

乙
科
・
丙
科
権
務
と
、
上
下
に
区
別
し
て
い
る
理
由
が
分
か
っ
て
く
る
。
品
官
権
務
は
正
職
品
々
の
実
職
で
は
な
い
け
れ
ど
、
臨
時
客
箸
の
使
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・
副
使
な
ど
の
実
務
職
に
従
事
し
、
甲
科
・
乙
科
・
丙
科
権
務
は
主
と
し
て
臨
時
官
署
の
録
事
・
判
官
な
ど
の
実
務
職
に
、
雑
権
務
は
主
と
し

て
臨
時
官
署
の
直
・
典
な
ど
の
実
務
職
に
従
事
し
た
。
雑
権
務
は
文
武
両
班
と
身
分
的
に
区
別
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
当
然
理
解
で
き
る
が
、

科
挙
や
蔭
叙
と
全
然
関
係
な
し
に
仕
覚
に
進
出
し
た
雑
類
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
に
も
同
要
職
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
見
る
と
、
あ
る
散
階
が
与

え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

　
高
麗
時
代
の
権
務
職
の
基
本
的
な
性
格
は
、
臨
時
職
で
あ
る
点
で
正
職
と
は
違
い
、
実
務
職
で
あ
る
点
で
同
耳
隠
を
は
じ
め
と
す
る
散
職
と

も
ま
た
違
う
。
権
務
官
は
特
定
の
臨
時
官
署
の
実
務
職
に
従
事
し
て
権
務
官
禄
を
与
え
ら
れ
、
正
職
の
品
官
は
正
規
黒
糖
規
定
に
よ
り
禄
俸
を

受
け
た
。
し
か
し
、
散
歩
の
同
要
職
は
待
遇
職
と
し
て
禄
俸
が
な
か
っ
た
。
権
務
官
は
実
務
職
に
従
事
し
た
が
、
罷
職
の
品
官
と
は
区
別
さ
れ

て
藍
杉
と
呼
ば
れ
た
。
権
務
官
の
限
定
都
監
判
官
（
甲
科
権
務
）
文
克
謙
は
早
霜
と
し
て
科
挙
に
応
じ
た
が
、
合
格
で
き
な
か
っ
た
。
藍
杉
、
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ち
権
務
官
は
三
度
ま
で
科
挙
に
赴
挙
で
き
た
が
、
毅
宗
八
年
以
後
は
五
度
ま
で
赴
挙
で
き
る
恒
規
と
な
っ
た
。
署
務
職
を
も
つ
者
が
藍
杉
と
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ば
れ
た
こ
と
は
文
克
謙
の
例
に
窺
え
る
が
、
楊
墳
の
場
合
の
よ
う
に
、
藍
袖
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。

　
権
務
官
の
中
で
「
墨
継
八
禄
」
以
上
の
参
宮
を
得
る
と
役
官
と
呼
ば
れ
た
。
高
麗
後
期
に
お
い
て
、
正
七
品
枢
密
院
堂
卑
官
、
従
七
品
門

下
録
事
・
雇
務
八
禄
」
以
上
は
・
出
費
を
差
し
上
げ
て
軍
職
を
得
る
と
墨
磨
と
呼
ん
だ
と
い
抽
正
●
従
七
贔
が
人
費
を
差
し
上
げ
て
手
職

（
六
品
）
の
役
官
に
な
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
が
、
「
官
務
八
禄
」
と
は
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
、
よ
く
理
解
で
き
な
い
。
〈
表

1
V
の
文
墨
三
十
年
公
務
官
禄
の
八
温
浴
石
を
基
準
に
し
て
見
る
と
、
大
半
の
雑
権
務
が
こ
れ
に
当
た
り
、
〈
表
2
V
の
仁
宗
更
定
権
務
官
禄

の
八
科
十
石
を
基
準
に
し
て
見
る
と
、
一
部
の
丙
科
権
務
と
大
半
の
雑
権
務
が
こ
れ
に
当
た
る
。
お
そ
ら
く
、
「
権
務
八
景
」
以
上
と
い
っ
た

場
合
は
、
雑
総
務
を
除
く
七
品
以
上
の
品
官
権
務
で
あ
っ
た
ろ
う
と
見
ら
れ
る
。
雑
類
た
ち
は
晶
晶
を
上
限
と
し
て
限
品
叙
用
さ
れ
る
の
で
、

参
職
に
相
応
す
る
役
官
に
な
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
雑
誌
務
は
除
外
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
高
麗
時
代
の
権
務
職
に
従
事
す
る
権
務
官
は
、
界
磁
の
品
官
に
進
出
し
得
ず
、
特
定
の
臨
時
官
署
の
実
務
職
に
従
事
し
て

権
務
官
禄
を
与
え
ら
れ
る
禄
官
と
し
て
、
藍
杉
ま
た
は
諸
袖
と
も
呼
ば
れ
、
…
二
品
か
ら
九
品
に
至
る
ま
で
文
欝
欝
や
同
正
長
の
散
階
を
有
し
て

89　（379）



い
た
。
こ
れ
は
、
朝
鮮
時
代
に
お
い
て
、
無
目
と
番
次
に
よ
っ
て
、
正
門
で
な
い
特
定
の
官
署
の
実
務
職
に
従
事
し
て
遽
児
禄
を
支
給
さ
れ
る

遽
竿
立
と
同
じ
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
朝
鮮
時
代
で
は
、
正
三
晶
覚
下
官
か
ら
従
九
品
に
至
る
ま
で
、
正
職
と
は
別
に
、
文
選
階
体
系
下
に
遽

児
職
の
散
職
体
系
を
な
し
て
い
た
。

①
『
高
麗
史
』
巻
七
九
、
食
貨
二
、
科
敷
写
の
忠
烈
王
十
五
年
二
月
及
び
三
月
記

　
事
参
照
。

②
　
散
官
版
正
無
禄
給
田
者
　
又
一
万
四
千
余
員
其
田
皆
在
外
州
　
佃
軍
耕
蒔

　
笹
下
事
納
而
均
給
之
（
『
高
麗
図
経
理
巻
十
六
、
倉
康
）
。

③
　
是
月
判
　
國
制
繰
車
・
明
経
・
明
法
・
明
害
・
算
業
出
身
　
初
年
給
団
　
甲
科

　
二
十
結
其
除
十
七
結
（
『
高
麗
史
』
巻
七
四
、
選
挙
工
、
文
検
三
十
年
十
二
月

　
判
）
。

④
　
拙
著
、
『
高
麗
・
朝
鮮
時
代
禄
俸
制
研
究
恥
（
慶
北
大
学
校
出
版
都
、
一
九
九

　
一
）
、
五
六
一
五
八
百
ハ
。

⑤
　
同
上
、
二
四
八
－
二
五
〇
頁
。

⑥
韓
沽
肋
「
勲
官
「
検
校
」
考
」
（
『
震
檀
学
報
』
二
九
ニ
ニ
十
合
輯
、
一
九
六
六
）
、

　
二
八
三
－
二
九
三
頁
。

⑦
　
折
衝
府
別
将
趙
英
…
…
日
銀
青
光
禄
大
夫
検
校
侍
御
司
憲
左
武
候
衛
鰯
府
郎
将

　
（
『
高
麗
史
』
巻
三
、
世
家
、
成
宗
九
年
九
月
背
子
）
。

⑧
　
登
仕
郎
検
校
尚
書
戸
部
侍
部
行
尚
書
都
官
員
外
郎
賜
延
金
魚
袋
タ
公
（
承
解
）

　
墓
誌
銘
（
『
東
國
李
相
國
集
』
巻
三
五
）
。

⑨
　
以
俊
京
駿
有
戦
功
　
召
見
幕
議
　
検
校
大
将
軍
（
『
高
麗
史
』
巻
一
一
一
七
、
列

　
伝
、
拓
下
京
）
。

⑩
辛
綱
二
年
十
二
月
令
西
北
鄙
納
栗
革
官
…
…
自
検
校
補
八
品
艶
出
米
十
石
豆

　
十
五
石
…
…
（
『
高
麗
史
』
巻
八
十
、
食
貨
三
、
納
粟
隠
岩
）
。

⑬
韓
沽
肋
、
前
掲
論
文
、
九
六
頁
で
、
主
将
（
正
六
品
）
、
別
将
（
正
七
品
）
に
検

　
校
職
が
与
え
ら
れ
た
例
を
提
示
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
一
品
開
府
四
品
三
司
検

　
校
翌
月
兼
中
書
令
（
『
高
麗
史
』
巻
五
、
世
家
顕
宗
十
八
年
五
月
庚
申
）
か
ら
八
晶

　
給
ハ
校
散
m
貝
（
嚢
威
慶
）
（
『
一
朝
鮮
A
立
石
訟
軸
覧
』
し
山
、
　
一
六
七
、
斐
刀
懸
墓
拙
瞼
）
に
至

　
る
ま
で
、
検
校
職
が
与
え
ら
れ
た
実
例
が
確
認
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
検
校
職
の

　
散
職
体
系
は
一
品
か
ら
八
品
ま
で
別
途
の
散
職
体
系
を
有
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

⑫
第
二
科
自
在
内
灘
院
君
歪
検
校
侍
中
一
百
三
十
結
（
『
高
麗
史
』
巻
七
八
、
食

　
貨
一
、
禄
科
田
）
。
忠
宣
王
二
年
八
月
検
校
宰
臣
請
羽
十
衆
…
…
温
十
二
也
覆
港

　
検
校
受
禄
自
温
始
（
『
高
麗
史
』
巻
八
十
、
食
貨
三
、
禄
俸
）
。

⑬
　
定
検
校
各
品
禄
　
藤
本
品
科
三
等
（
『
太
宗
実
録
隔
巻
五
、
太
宗
三
年
正
月
戊

　
午
）
。

⑭
拙
著
、
上
掲
書
、
二
四
〇
一
二
四
一
頁
。

⑮
同
上
、
二
四
二
頁
。

⑯
　
同
翫
£
、
　
ご
囚
瓢
バ
ー
二
四
七
百
ハ
。

⑰
雑
職
皆
四
周
目
馬
煙
道
平
鞘
員
則
皆
同
正
職
授
正
職
時
降
一
階
正
六

　
品
供
職
郎
・
鋤
職
郎
従
六
品
謹
任
郎
・
効
任
郎
…
…
従
九
品
展
虫
部
（
『
経
國
大

　
典
』
巻
一
、
吏
典
、
雑
職
）
。

⑱
韓
永
愚
「
朝
鮮
初
期
潮
上
級
得
吏
「
成
議
官
」
」
（
『
東
亜
文
化
』
十
四
、
一

　
九
七
一
）
三
五
－
三
九
頁
で
、
吏
科
出
身
者
と
門
蔭
現
身
者
に
与
え
ら
れ
た
同
正

　
職
は
『
経
國
大
典
』
頒
布
以
前
に
す
べ
て
消
減
し
て
し
ま
っ
た
と
述
べ
た
。
し
か

　
し
『
経
國
大
典
』
に
蔭
子
弟
取
縄
規
定
が
あ
る
。
ま
た
品
官
進
出
・
求
職
・
加
階

　
の
制
度
が
あ
る
限
り
、
散
階
は
消
え
去
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

⑲
　
韓
永
愚
、
同
上
論
文
、
十
八
一
四
一
頁
。

⑳
『
太
宗
実
録
臨
巻
二
七
、
太
宗
十
四
年
四
月
乙
巳
。
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⑳
　
　
『
世
祖
実
録
』
巻
三
十
、
世
祖
九
年
二
月
貰
子
。

＠
　
　
『
世
加
但
州
犬
録
』
巻
四
七
、
冊
一
驚
十
－
嘱
年
六
月
静
内
辰
。

⑱
次
の
史
料
は
問
接
的
に
こ
れ
を
傍
証
し
て
く
れ
る
。
則
ち
、
『
最
悪
大
典
』
巻

　
一
、
京
衙
前
、
録
纂
条
に
「
録
事
…
…
従
六
品
去
宮
後
　
詔
令
薫
製
入
格
者
叙
用

　
　
末
入
格
者
　
西
班
照
週
児
随
闘
叙
田
川
　
一
雌
寸
黒
鳥
　
自
願
影
職
者
一
難
W
：
：
：
一
年
両

　
都
目
　
宣
務
郎
（
従
六
品
）
干
満
者
十
人
去
官
」
と
あ
る
。

⑭
　
五
経
中
一
　
四
書
中
一
（
『
経
國
大
典
隔
巻
一
、
吏
典
、
痛
才
、
蔭
子
弟
）
。

＠
　
『
成
宗
実
録
』
巻
四
、
成
宗
元
年
三
月
．
癸
末
。

⑱
『
中
宗
実
録
』
巻
二
五
、
中
宗
十
一
年
五
月
庚
子
。

⑳
　
　
『
中
宗
実
録
』
巻
二
五
、
中
宗
十
一
年
六
月
庚
子
。

㊧
　
　
『
・
甲
虐
ボ
鷹
犬
録
』
巻
二
五
、
よ
二
二
爪
十
一
年
六
月
媒
内
當
ハ
。

⑲
　
五
経
中
皿
　
四
書
中
一
（
『
経
國
大
典
隔
巻
一
、
吏
典
、
取
才
、
道
流
）
。

⑳
　
蔭
子
弟
…
…
二
十
以
上
　
許
細
叙
用
　
欲
属
録
事
者
聴
（
『
自
認
大
典
』
巻
一
、

　
吏
典
、
取
才
、
蔭
子
弟
）
。

⑳
『
経
國
大
典
』
巻
一
、
吏
典
、
京
官
職
、
司
醐
署
。

㊥
　
影
職
　
有
職
衙
而
無
職
事
者
（
『
経
國
大
典
』
巻
一
、
吏
典
、
京
衙
前
、
録
事
）
。

第
四
章
権
務
官
禄
の
推
移

⑳
　
忠
順
衛
…
…
有
蔭
子
・
孫
・
婿
・
弟
・
肝
属
…
…
仕
満
七
十
五
　
去
官
製
仕
者

　
四
十
一
　
正
三
品
而
止
去
官
従
五
品
彫
職
（
『
経
國
大
典
』
巻
四
、
兵
典
、
番

　
次
都
属
）
。

⑭
　
註
㊥
参
照
。

㊥
　
拙
著
、
前
掲
書
、
七
三
頁
。

⑯
　
『
韓
國
金
石
文
追
補
』
高
麗
墓
誌
銘
十
三
。

⑳
　
同
上
、
四
十
。

⑯
　
同
上
、
一
二
四
。

⑳
　
同
上
、
六
六
。

⑳
　
　
『
高
麗
史
』
巻
七
三
、
選
挙
一
、
霊
夢
八
年
五
月
。

⑧
　
　
『
韓
國
金
石
文
追
補
』
高
麗
墓
誌
銘
　
二
八
。

⑫
　
役
官
之
制
　
未
知
始
純
量
代
　
枢
密
院
堂
後
官
・
門
下
録
事
・
導
出
八
四
以
上

　
　
人
費
白
銀
六
七
十
斤
　
得
拝
出
職
　
謂
之
下
官
（
『
高
麗
史
』
巻
七
五
、
選
挙
三
、

　
役
官
之
制
）
。

⑬
　
拙
著
、
前
掲
書
、
二
八
三
i
三
〇
九
頁
。

　
高
麗
時
代
に
お
い
て
、
正
職
の
贔
官
に
支
給
さ
れ
る
正
規
頒
禄
と
同
様
、
激
務
官
禄
も
束
縛
三
十
年
に
整
備
さ
れ
、
仁
宗
朝
（
一
＝
三
～
一

一
四
六
）
に
更
定
さ
れ
た
。
こ
の
仁
宗
朝
に
完
備
さ
れ
た
愚
亭
官
禄
が
ど
の
よ
う
な
変
化
を
遂
げ
て
、
朝
鮮
時
代
の
逓
児
禄
へ
と
つ
な
が
っ
て
い

く
の
か
、
が
つ
ぎ
の
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
正
職
品
官
の
禄
科
規
定
の
変
遷
過
程
と
比
較
検
討
し
つ
つ
行
う
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
高
麗
前
期
の
罰
俸
制
が
最
終
的
に
完
備
さ
れ
る
十
二
世
紀
初
期
、
仁
宗
代
か
ら
土
地
兼
併
の
門
が
開
い
て
、
照
柴
科
体
制
が
崩
壊
し
始
め
た
。

そ
れ
が
つ
い
に
禄
俸
が
ろ
く
に
支
給
さ
れ
な
く
な
る
ま
で
に
な
っ
た
の
は
十
二
世
紀
豪
強
宗
代
か
ら
で
あ
る
。
十
二
世
紀
末
期
に
お
け
る
武
臣
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②

執
権
を
契
機
に
土
地
兼
併
が
本
格
化
し
、
田
置
字
体
制
が
急
激
に
崩
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
禄
俸
支
給
が
正
常
に
行
わ
れ
得
な
く
な
っ
た
。

特
に
、
蒙
古
と
の
抗
争
の
た
め
に
高
宗
十
九
年
（
一
二
三
二
）
江
都
に
遷
都
し
て
持
久
戦
を
続
け
た
頃
は
、
戦
禍
に
よ
る
荒
廃
と
租
税
収
入
の
蹉

鉄
で
禄
俸
の
財
源
が
不
足
し
た
上
に
、
元
宗
十
一
年
（
一
二
七
〇
）
の
細
別
抄
の
乱
と
蒙
古
の
日
本
遠
征
（
一
二
七
四
・
一
二
八
一
）
に
伴
う
軍
備
負

担
の
激
増
で
、
国
家
財
政
は
破
産
状
態
に
陥
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
前
期
に
制
定
さ
れ
た
禄
俸
規
定
ど
お
り
に
欝
欝
が
支
給
で
き
な
く
な
り
、

そ
れ
に
対
す
る
解
決
策
と
し
て
、
禄
科
田
野
給
理
論
が
提
起
さ
れ
る
一
方
、
高
麗
後
期
に
新
し
い
禄
科
規
定
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
高
麗
後
期
に
現
れ
た
高
科
規
定
は
、
前
期
の
そ
れ
と
は
違
っ
て
、
九
品
等
に
よ
る
九
志
念
制
で
あ
っ
た
。
高
槻
四
十
五
年
（
＝
一
五
八
）
四
月

に
皆
瀬
の
私
倉
の
倉
穀
を
六
科
等
で
分
け
て
分
給
し
た
の
を
始
発
と
し
て
、
忠
烈
王
四
年
（
一
二
七
八
）
に
九
品
等
に
よ
る
九
科
等
の
新
し
い
後

　
　
　
　
　
　
　
　
③

期
禄
制
が
制
定
さ
れ
た
。
高
麗
前
期
の
文
宗
禄
制
と
仁
宗
禄
制
は
、
一
品
か
ら
九
品
に
至
る
ま
で
純
粋
に
品
階
に
よ
っ
て
支
給
さ
れ
る
禄
科
規

定
で
は
な
く
、
同
じ
品
階
で
す
ら
職
に
よ
る
多
・
少
の
差
等
を
置
い
た
。
文
武
班
禄
の
場
合
、
文
集
逆
縁
で
は
四
十
七
採
油
を
設
定
し
、
仁
宗

禄
物
で
は
大
幅
に
縮
小
さ
れ
て
二
十
八
科
等
を
な
し
た
。
事
務
官
禄
は
正
職
の
文
武
班
禄
と
は
別
に
設
定
し
て
、
文
筆
禄
制
で
は
一
科
（
六
十
石
）

三
・
四
品
以
上
の
使
か
ら
十
束
（
六
石
）
雑
権
務
に
至
る
ま
で
十
科
等
を
な
し
、
仁
宗
谷
制
で
は
一
議
（
六
十
こ
口
三
・
四
品
以
上
の
使
か
ら
九
科

（
八
時
十
斗
）
雑
権
務
に
至
る
ま
で
九
科
等
を
な
し
た
。
し
か
し
、
高
麗
後
期
に
正
規
頒
禄
規
定
が
九
品
等
に
よ
る
三
雲
等
欄
に
改
編
さ
れ
る
と

同
時
に
、
権
務
官
禄
も
変
化
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
毅
宗
二
十
四
年
（
＝
七
〇
）
郵
妻
夫
の
武
臣
の
乱
以
後
、
武
臣
政
権
が
独
自
の
支
配
機
構
を
通
じ
て
実
質
的
な
権
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
三
省
六
部
の
政
府
機
溝
が
形
式
的
な
存
在
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
が
、
権
務
職
自
体
も
変
化
を
迎
え
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
毅
宗
を
廃
位
し
て
明
六
を
擁
立
し
た
武
臣
政
権
の
初
期
、
即
ち
明
寒
九
年
（
二
七
九
）
に
武
容
射
の
検
校
将
軍
以
下
店
員
同
罪

以
上
が
東
急
の
権
務
職
を
奪
取
し
よ
う
と
謀
議
し
た
。
元
来
、
高
麗
の
重
度
で
は
、
武
臣
が
文
官
を
兼
ね
な
い
の
が
原
則
で
あ
っ
た
（
卿
・
監
は

例
外
）
。
し
か
し
、
武
臣
乱
（
庚
遊
芸
、
一
一
七
〇
）
以
後
は
、
校
尉
・
隊
正
が
巌
頭
を
着
て
朝
廷
に
布
列
し
た
り
、
西
班
散
職
と
し
て
外
宮
に
差

任
さ
れ
た
り
し
て
、
策
・
西
班
の
区
別
が
な
く
な
っ
た
。
武
散
票
の
検
校
将
軍
以
下
、
心
血
同
正
以
上
が
葉
班
の
権
務
官
を
奪
取
し
よ
う
と
謀
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権務官禄を通じてみた高麗時代の権務職（巖）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

議
し
た
と
き
、
洪
仲
方
が
東
・
西
班
の
区
別
が
な
く
な
る
こ
と
を
強
調
し
な
が
ら
、
死
を
覚
悟
し
て
反
対
し
た
こ
と
か
ら
み
る
と
、
武
道
執
権

初
期
ま
で
は
そ
れ
な
り
に
権
務
官
禄
が
支
給
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
武
臣
執
権
の
長
期
化
に
伴
う
田
登
科
体
制
の
崩
壊
と
国
家
財
政
の
窮
乏
の
た
め
、
宰
相
の
禄
俸
さ
え
数
餅
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
実

情
下
で
は
、
ま
し
て
権
務
官
へ
の
正
常
的
な
禄
俸
支
給
は
到
底
不
可
能
で
あ
っ
た
。
三
六
〇
石
を
貰
う
べ
き
宰
相
の
禄
俸
が
三
十
石
、
二
十
石
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

十
石
、
あ
る
い
は
濃
餅
に
す
ぎ
ず
、
正
職
品
官
の
家
宰
以
下
下
官
に
さ
え
ろ
く
に
支
給
さ
れ
な
い
実
情
で
、
主
務
官
に
は
殆
ど
支
給
さ
れ
な
い

の
が
実
情
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
権
務
官
に
禄
俸
が
全
然
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
忠
烈
王
六
年
（
一
二
八
○
）
日
本
遠
征
の
た
め
の
戦
艦
修
理
と
宮
室
営
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

で
国
庫
が
枯
渇
し
、
宰
枢
は
前
科
の
半
を
、
雑
権
務
の
封
爵
禄
は
梗
・
麦
そ
れ
ぞ
れ
一
石
し
か
支
給
で
き
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
封
倉
禄
と
い
う

の
は
、
高
麗
時
代
の
年
二
回
の
頒
禄
の
中
で
、
前
半
期
（
正
月
七
日
）
に
支
給
さ
れ
る
の
を
初
番
禄
と
い
い
、
後
半
期
（
七
月
七
日
）
に
支
給
さ
れ

　
　
　
　
　
⑦

る
の
を
封
倉
禄
と
い
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
雑
権
務
に
も
年
二
回
の
頒
禄
が
行
わ
れ
て
い
た
。
雑
権
務
に
禄
俸
が
支
給
さ
れ
た
以
上
、
三
品
か

ら
九
品
に
至
る
落
毛
官
た
ち
に
も
禄
俸
が
与
え
ら
れ
た
は
ず
だ
が
、
後
期
の
九
義
義
制
禄
科
規
定
で
は
こ
の
点
が
明
ら
か
で
な
い
。
高
麗
後
期

の
頒
禄
規
定
は
、
一
品
か
ら
九
品
に
至
る
ま
で
の
品
を
基
準
と
す
る
禄
科
規
定
で
あ
り
、
前
期
の
よ
う
に
権
務
官
禄
を
別
途
に
規
定
し
た
記
録

は
見
当
た
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
後
期
の
専
務
職
に
も
権
務
尉
正
（
正
九
品
）
と
権
務
隊
正
と
の
品
階
上
の
区
別
は
あ
っ
た
。
権
務
尉
正
は
正
正
の
正
九
品
に
当
た
る
権
務
職
で

あ
り
、
権
務
隊
正
は
武
班
の
初
入
仕
職
ま
た
は
権
務
職
で
、
課
題
職
体
系
の
散
階
を
有
し
て
い
る
武
班
の
品
官
で
あ
る
。
高
麗
前
期
に
お
い
て
、

武
班
に
は
権
務
職
を
設
定
し
な
か
っ
た
。
前
期
の
黒
馬
禄
制
や
導
管
禄
制
に
武
班
に
対
す
る
権
務
職
の
設
定
は
見
え
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
、

隊
正
が
糖
質
の
思
入
腰
回
と
し
て
武
班
同
正
命
の
弁
官
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
後
期
に
は
校
尉
・
隊
正
自
体
に
権
務
職
を

設
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
権
務
職
自
体
の
変
化
を
意
味
す
る
も
の
で
、
高
麗
後
期
に
は
文
・
武
班
に
す
べ
て
権
務
職
を
設
毒
し
た
の
で
あ

る
。
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忠
烈
王
元
年
十
二
月
、
国
用
が
不
足
し
て
納
銀
拝
官
で
財
源
を
納
め
た
際
、
白
身
で
言
入
編
者
と
な
る
た
め
に
は
白
銀
三
斤
、
初
仕
を
経
な

か
っ
た
者
が
権
務
と
な
る
た
め
に
は
五
斤
、
初
仕
を
経
た
老
が
権
務
と
な
る
た
め
に
は
二
斤
、
権
務
九
品
と
し
て
八
品
に
登
る
た
め
に
は
三
島
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

八
品
か
ら
七
品
と
な
る
た
め
に
は
二
三
、
七
品
か
ら
参
職
に
登
る
た
め
に
は
六
斤
を
出
す
よ
う
に
し
た
。
こ
こ
で
、
初
入
貢
し
な
か
っ
た
権
務

と
、
初
入
仕
を
経
た
権
務
と
の
間
に
納
銀
の
差
を
置
き
、
権
務
九
品
以
下
に
お
い
て
、
初
直
し
な
か
っ
た
社
務
と
、
初
仕
を
経
た
権
務
と
を
区

別
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
高
麗
時
代
に
は
初
入
仕
癖
と
し
て
吏
職
や
同
仁
職
が
与
え
ら
れ
る
の
で
、
初
事
澄
し
た
権
務
は
一
定
の
同
正

職
の
三
階
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
区
別
を
し
た
理
由
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
権
五
九
贔
と
し
て
八
品
に
登
る
た
め
に
は
三
斤
を

出
す
よ
う
に
し
た
規
定
で
の
「
八
品
」
と
、
「
八
品
望
七
品
者
二
黒
」
「
七
品
生
白
職
者
六
斤
」
と
し
た
の
が
、
西
面
職
遠
路
の
上
昇
を
意
味
す

る
の
か
、
そ
れ
と
も
正
職
の
上
官
に
登
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
の
史
料
だ
け
で
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
史
料

に
続
い
て
、
軍
人
・
青
函
・
校
尉
・
散
員
・
別
将
・
郎
将
の
順
に
納
銀
を
通
じ
て
武
班
の
下
職
を
受
け
る
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
正
職
の
品
官

に
登
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
八
品
か
ら
正
職
の
喪
亡
に
拝
官
さ
れ
た
の
が
確
実
で
あ
れ
ば
、
文
班
す
な
わ
ち
東
京
権
務
は
九

品
に
制
限
さ
れ
る
変
化
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
指
摘
し
た
「
権
務
九
品
」
は
東
電
専
務
で
あ
る
の
が

明
ら
か
で
、
「
権
務
九
歯
偏
の
下
に
「
未
経
距
仕
」
と
「
経
初
仕
」
が
あ
り
、
ま
た
西
班
権
務
に
も
正
九
品
「
権
務
尉
正
」
の
下
に
「
権
務
隊

正
」
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
前
期
と
は
違
っ
て
、
権
務
職
は
九
品
と
そ
の
下
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
変
化
を
意
味
す
る
。

　
権
務
職
に
も
九
品
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
正
職
の
九
品
と
は
区
別
さ
れ
た
も
の
で
、
聖
職
の
九
品
の
下
に
権
務
職
が
位
置
す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
『
東
国
李
相
国
集
』
に
九
級
の
外
に
も
う
一
つ
の
権
務
職
が
あ
っ
た
と
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
事
情
を
反
映
す

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
恭
譲
王
三
年
五
月
に
制
定
さ
れ
た
科
田
法
分
給
規
定
で
、
細
務
職
は
第
十
七
科
（
東
・
西
九
晶
、
十
五
結
）
の
下
の
第
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

八
科
「
権
粟
散
職
」
十
結
と
規
定
し
て
い
る
の
を
見
て
も
、
そ
う
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
権
務
職
に
科
田
が
支
給
さ
れ
た
の
は
、

高
麗
末
期
に
至
っ
て
権
務
官
の
待
遇
上
に
も
う
一
つ
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
高
麗
前
期
の
権
務
官
に
は
、
禄
俸
は
支
給
さ
れ
た

が
、
土
地
が
支
給
さ
れ
た
記
録
は
見
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
高
麗
調
革
に
制
定
さ
れ
た
科
磁
法
で
は
、
権
務
官
に
も
土
地
が
支
給
さ
れ
る
よ
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権務官禄を通じてみた高麗時代の権務職（崔）

う
に
変
化
し
て
い
る
。

　
高
麗
後
期
に
権
務
九
品
を
上
限
と
し
て
権
務
職
を
除
湿
す
る
変
化
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
、
高
麗
前
期
に
お
け
る
三
品
以
下
七
品
以
上
の
使
・

副
使
な
る
品
官
権
務
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
高
麗
史
』
百
官
志
の
諸
司
都
監
各
色
条
に
は
、
七
宗
代
に
制
定
さ
れ
た
各
司
の
都
監

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
ち
が
恭
譲
王
三
年
（
…
三
九
一
）
を
前
後
に
し
て
大
半
が
廃
止
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
変
化
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
後

期
に
時
々
、
設
置
さ
れ
た
官
署
で
も
、
前
期
の
よ
う
な
品
官
権
務
の
設
定
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
実
際
的
に
晶
官
権
務
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と

を
示
す
の
で
あ
る
。

　
使
・
副
使
な
る
品
宮
権
務
が
見
え
な
い
反
面
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
封
倉
禄
を
受
け
る
雑
権
務
を
は
じ
め
と
し
て
、
甲
掛
・
乙
科
・
丙
科
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

務
は
そ
の
ま
ま
存
続
し
て
い
る
。
恭
懲
王
十
一
年
（
＝
二
六
二
）
に
興
王
都
監
の
判
官
は
甲
三
権
務
と
し
、
習
詩
評
監
に
も
丙
科
権
務
が
あ
っ
た

の
を
み
れ
ば
、
当
然
乙
科
権
務
も
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
『
高
麗
史
』
百
官
志
、
諸
司
都
監
各
色
条
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
「
諸
宮
殿
官
」

の
記
録
を
通
じ
て
見
る
と
、
恭
慈
王
代
（
一
三
五
二
～
一
三
七
四
）
に
使
・
副
使
と
い
っ
た
品
官
権
務
は
す
べ
て
な
く
な
り
、
残
り
の
甲
科
・
乙
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

・
商
科
お
よ
び
覇
権
務
は
そ
の
ま
ま
存
続
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
灘
酒
王
三
年
に
制
定
さ
れ
た
学
田
分
給
規
定
の
東
・
西
九
品

の
下
の
十
八
科
に
、
「
権
単
極
職
」
十
石
と
規
定
し
た
理
由
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
　
つ
ま
り
、
使
・
副
使
な
る
品
訴
権
務
が
な
く
な
っ

た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

　
高
麗
時
代
に
禄
俸
（
駅
務
官
禄
）
の
み
を
受
け
て
土
地
が
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
業
務
職
が
、
麗
末
に
多
く
の
変
化
を
迎
え
な
が
ら
、
新
王
朝
最

初
の
給
田
規
定
で
あ
る
科
田
法
に
至
り
、
十
石
の
土
地
が
支
給
さ
れ
る
よ
う
に
待
遇
が
変
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
『
朝
鮮
経
国
典
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
現
れ
て
い
る
新
王
朝
最
初
の
頒
禄
規
定
に
は
、
越
路
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
頒
禄
記
録
が
な
い
。
そ
れ
が
見
え
る
の
は
、
太
宗
七
年
（
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

〇
七
）
の
更
定
禄
科
で
あ
る
。
第
十
八
科
（
従
九
品
）
の
下
に
、
科
外
に
権
務
の
禄
科
が
「
禄
米
九
石
、
正
布
三
匹
」
と
具
体
的
に
現
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

太
宗
七
年
の
更
定
禄
科
は
、
筆
立
二
十
年
（
一
四
三
八
）
以
前
の
あ
る
時
期
に
も
う
一
度
改
編
さ
れ
た
。
太
宗
七
年
以
後
世
宗
二
十
年
以
前
の
間

に
施
行
さ
れ
た
回
禄
規
定
に
、
権
務
の
立
科
は
十
八
科
の
慮
外
に
、
初
番
は
「
救
米
全
三
石
、
田
米
誌
一
石
、
豆
平
二
石
、
算
額
二
匹
」
、
二
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⑳

番
は
「
詰
篭
全
二
石
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
世
宗
二
十
年
以
前
ま
で
施
行
さ
れ
て
き
た
頒
禄
規
定
は
、
高
麗
時
代
の
禄
制
を
も
含
め
て
、
す

べ
て
が
初
・
二
番
（
正
月
・
七
月
）
頒
禄
制
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
世
宗
二
十
年
七
月
に
立
案
し
て
痴
愚
二
十
一
年
（
一
四
三
九
）
よ
り
実
施
さ

れ
た
頒
禄
規
定
は
四
孟
朔
頒
禄
制
で
あ
る
。
世
宗
二
十
年
に
新
し
く
立
案
し
た
四
孟
朔
頒
禄
調
に
お
い
て
、
権
務
は
や
は
り
科
外
で
、
春
等

「
縫
米
一
石
、
豆
一
石
、
正
布
一
匹
」
、
夏
等
「
縫
米
二
石
」
、
二
等
「
縫
米
一
石
、
田
米
一
石
、
正
布
一
獲
」
、
黒
革
「
粟
田
一
石
、
豆
一
石
」

　
　
⑳

と
あ
る
。
こ
の
世
帯
二
十
一
年
実
施
の
四
野
壷
奇
巌
欄
は
そ
の
ま
ま
『
経
国
大
典
』
に
反
映
さ
れ
、
朝
鮮
禄
俸
制
と
し
て
は
最
終
的
に
完
備
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
経
国
大
典
』
の
発
覚
規
定
に
は
権
務
に
つ
い
て
の
禄
科
は
見
え
な
い
。
世
吉
・
世
祖
代
ま
で
見
ら
れ
た
権
益
職

に
つ
い
て
の
禄
科
が
『
経
国
大
典
』
に
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
高
麗
時
代
に
体
系
的
に
整
備
さ
れ
た
狂
乱
官
禄
は
、
麗
末
に
多
く
の
変
化
を

迎
え
な
が
ら
、
鮮
初
の
世
宗
二
十
年
以
後
あ
る
時
期
ま
で
実
施
さ
れ
て
き
た
が
、
『
経
国
大
典
』
で
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
高
麗
の
遺
制
で
あ
っ
た
権
門
官
禄
自
体
は
廃
止
さ
れ
た
が
、
そ
の
機
能
は
朝
鮮
時
代
の
参
堂
禄
に
つ
な
が
る
。
逓
児
禄
は
正
面
の
器
官
で
は

な
い
逓
児
受
職
者
に
支
給
さ
れ
る
禄
俸
で
、
都
目
と
編
次
に
よ
っ
て
交
替
入
番
し
、
職
事
に
勤
め
る
在
職
期
間
に
限
っ
て
支
給
さ
れ
る
禄
俸
で

あ
る
ゆ
こ
れ
は
あ
た
か
も
、
高
麗
時
代
の
辞
職
（
実
職
）
の
感
官
で
は
な
い
同
学
職
体
系
の
散
官
を
は
じ
め
と
し
て
、
実
職
を
与
え
ら
れ
て
い
な

い
散
官
た
ち
が
、
特
定
の
臨
時
心
々
の
実
務
職
に
従
事
し
て
禄
俸
を
受
け
た
権
務
嘗
禄
と
同
様
な
機
能
を
も
っ
て
い
る
。

　、

u
遽
児
」
・
と
い
う
用
語
は
麗
代
に
は
見
い
だ
せ
ず
、
朝
鮮
世
宗
初
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
。
論
宗
五
年
四
月
吏
曹
の
啓
に
、
吏
曹
・
兵
曹
・

憲
政
院
の
吏
典
に
限
っ
て
、
他
司
に
な
い
禄
官
逓
児
が
あ
る
が
、
そ
の
禄
官
逓
児
は
禄
俸
の
み
を
受
け
て
宮
仕
に
勤
め
な
い
の
で
廃
止
し
、
そ

の
代
わ
り
、
将
来
五
部
に
必
要
な
録
事
の
各
一
人
は
議
政
府
お
よ
び
六
曹
・
毫
諌
・
丞
政
院
の
山
蔓
雨
垂
と
し
て
、
輪
軸
で
任
命
し
受
禄
す
る

　
　
　
　
⑳

よ
う
に
し
た
。
高
麗
時
代
の
五
部
の
録
事
は
甲
科
主
務
に
補
任
さ
れ
た
が
、
朝
鮮
時
代
に
至
っ
て
吏
典
無
精
に
補
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
五
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

四
年
十
一
月
に
は
済
読
谷
の
禄
官
遽
児
を
廃
止
し
た
代
わ
り
に
、
認
印
・
録
事
を
溶
血
の
空
席
に
任
命
す
る
よ
う
に
し
た
。
そ
し
て
、
世
宗
五

年
に
三
軍
の
録
事
の
下
官
遊
児
を
廃
止
し
、
轟
轟
し
た
典
厩
副
耳
一
員
（
正
九
品
）
・
京
市
副
録
事
一
員
（
従
陣
・
㎎
）
を
し
て
三
軍
録
事
の
昇
官
に

　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

任
命
す
る
よ
う
に
し
た
。
こ
こ
で
録
事
・
知
印
と
い
う
の
は
、
「
議
政
府
斎
日
、
録
事
及
知
印
点
差
、
元
露
都
堂
之
吏
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
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権務官禄を通じてみた高麗時代の権務職（雀）

れ
ら
は
す
べ
て
耳
環
を
示
す
も
の
で
、
新
し
い
逓
細
筆
の
設
定
は
、
禄
官
遽
児
が
廃
止
さ
れ
て
現
れ
る
録
事
・
知
印
・
宣
差
な
ど
の
吏
典
遽
児

よ
り
始
ま
っ
た
。
高
麗
時
代
に
権
務
職
と
な
っ
て
い
た
都
堂
と
五
部
の
録
事
が
、
朝
鮮
時
代
の
世
宗
初
に
吏
糖
質
児
職
に
変
わ
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
世
宗
二
十
年
筆
下
改
定
の
時
ま
で
見
え
て
い
た
警
務
官
禄
が
、
そ
の
後
あ
る
時
期
に
廃
止
さ
れ
て
な
く
な
り
、
従
っ
て
『
経

国
大
典
』
で
は
薫
辛
官
禄
を
規
定
し
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
高
麗
の
遺
制
で
あ
っ
た
権
務
職
が
『
経
国
大
典
』
に
記
載
さ
れ

な
か
っ
た
の
は
、
鮮
初
（
世
宗
初
）
よ
り
漸
次
整
備
さ
れ
て
き
た
遽
児
職
が
『
経
国
大
典
』
で
体
系
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
麗
代
以
来
の
権
務

職
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
①
拙
著
、
上
掲
書
、
一
九
五
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
以
至
樺
務
尉
正
各
出
有
差
（
『
高
麗
史
』
巻
七
九
、
食
貨
二
、
科
欽
）
。

　
②
　
拙
著
、
上
掲
書
、
一
九
七
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
（
忠
烈
王
）
十
五
年
一
一
月
…
…
王
命
群
臣
出
米
千
差
　
諸
王
承
留
以
上
七
石
…

　
③
拙
著
、
上
掲
書
、
一
五
五
－
一
六
一
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…
穂
務
隊
正
別
賜
散
職
七
斗
（
同
上
）
。

　
④
『
高
麗
史
』
巻
百
、
列
伝
、
洪
仲
方
、
『
高
麗
史
至
要
』
巻
十
二
、
明
宗
九
年
　

⑩
『
高
麗
史
』
巻
八
十
、
食
貨
三
、
納
粟
解
官
。

　
　
五
月
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
然
計
官
爵
之
等
級
　
約
則
九
級
　
其
詳
不
可
言
　
所
謂
椹
務
者
　
又
不
在
此
例

⑤
　
先
｝
土
　
靴
成
官
制
刷
禄
　
　
一
二
口
叩
　
一
二
榊
臼
山
ハ
十
除
石
　
随
早
藤
差
等
　

以
至
伍
尉
隊
正

　
莫
不
准
科
科
数
以
給
…
…
其
後
再
因
兵
乱
　
田
野
荒
廃
　
貢
賦
欠
乏
　
倉
庫
虚
蟷

　
宰
相
之
俸
　
不
過
三
十
石
（
『
高
麗
史
』
巻
七
八
、
食
貨
一
、
王
制
、
禄
科
田
）
、

　
為
宰
相
而
受
禄
三
百
六
十
石
者
　
尚
不
満
二
十
石
（
同
上
）
。
家
宰
之
俸
　
徒
存
奮

　
額
令
所
平
蕪
　
縫
十
数
石
耳
　
況
其
下
官
乎
（
同
上
）
。
高
元
以
後
　
國
家
多
故

　
倉
康
虚
蜴
禄
秩
不
如
元
科
　
宰
相
之
俸
　
激
餅
而
巳
（
『
高
麗
史
』
巻
八
十
、

　
食
貨
三
、
芝
葺
）
。

⑥
　
忠
烈
王
六
年
十
月
　
書
髭
戦
艦
営
宮
室
　
右
倉
馨
蜴
不
漁
　
令
左
倉
量
減
雑
灌

　
務
封
倉
禄
俸
以
補
右
倉
之
費
後
有
右
倉
所
入
　
抵
数
輸
還
　
然
左
龍
胆
端

　
宰
枢
弾
倉
減
半
前
科
　
蟻
掛
務
唯
梗
四
魔
一
石
耳
（
『
高
麗
史
隠
巻
八
十
、
食
貨
三
、

禄
俸
）
。

⑦
拙
著
、
前
掲
書
、
六
一
頁
。

⑧
　
（
忠
烈
王
元
年
）
十
二
月
置
盤
難
色
　
敷
銀
諸
王
宰
口
承
宣
班
主
一
斤
…

　
：
：
・
・
尚
未
補
九
級
之
外
一
品
猟
務
再
任
：
：
：
（
『
市
ハ
國
李
糖
國
焔
巣
』
巻
二
山
ハ
、
上
庸
俺
相

　
國
読
書
）
。

⑫
（
恭
護
望
）
三
年
五
月
都
評
議
石
瀬
上
書
…
…
自
一
品
至
九
謬
論
職
分
為

　
十
八
科
…
…
書
論
時
圏
　
各
工
科
受
　
第
一
科
自
在
内
大
霜
黒
門
下
侍
中
心
百
五

　
十
結
…
…
第
十
七
科
東
西
九
品
十
五
結
　
第
十
八
科
常
務
散
職
事
結
（
『
高
麗
史
』

　
巻
七
八
、
食
貨
～
、
田
制
、
禄
科
田
）
。

⑬
内
荘
宅
と
迎
送
都
監
は
、
忠
宣
王
の
時
、
尚
食
局
に
併
合
さ
れ
、
四
面
都
監
、

　
欝
欝
都
監
、
都
祭
庫
、
奉
先
庫
、
倉
庫
都
監
な
ど
大
半
の
官
箸
が
恭
鋼
車
三
年
に

廃
止
さ
れ
た
。

⑭
興
王
都
監
恭
懲
王
十
一
年
置
判
宮
甲
科
構
務
（
兜
高
麗
史
』
巻
七
七
、
百

　
官
二
、
諸
司
都
監
各
色
）
。

⑯
　
習
射
都
監
　
恭
愁
王
十
一
年
　
為
丙
科
椹
務
（
同
上
）
。

⑯
諸
宮
殿
官
権
務
文
宗
欝
欝
・
副
使
・
判
官
或
置
使
・
副
使
・
録
事
或
只
置
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直
　
或
只
置
録
纂
　
恭
慾
王
円
上
　
除
並
傍
之
（
同
上
）
。

⑰
　
國
家
頒
禄
之
制
　
自
一
品
至
九
品
　
分
為
十
八
科
　
三
司
給
牌

　
科
而
頒
之
（
『
朝
鮮
経
國
典
』
、
官
田
、
禄
俸
）
。

＠＠＠＠＠

広
興
倉
出
其

『
太
宗
実
録
』
巻
八
二
、
太
宗
七
年
正
月
辛
末
。

拙
著
、
前
掲
書
、
二
五
一
i
二
五
二
頁
。

『
世
宗
実
録
』
巻
八
二
、
世
道
二
十
年
七
月
癸
卯
。

同
上
及
び
拙
曲
者
、
上
掲
書
［
、
　
二
五
三
一
二
五
六
首
ハ
。

上
日
　
東
班
翔
既
設
九
贔
　
而
又
置
椛
務
之
職
（
『
世
宗
実
録
』
巻
七
三
、
世

　
宗
十
八
年
閏
六
月
癸
未
）
。
三
飯
政
府
録
鱗
　
卓
識
児
除
桃
務
職
者

　
録
事
（
『
世
祖
実
録
』
巻
二
十
－
、
世
祖
六
年
五
月
丁
酉
）
。

⑳
　
拙
著
、
上
掲
露
、
　
二
七
ゴ
一
百
ハ
、
　
一
二
一
二
山
田
畑
ハ
。

⑭
　
『
世
宗
実
録
』
巻
二
十
、
論
宗
五
年
四
月
文
末
。

⑯
　
　
『
世
宗
実
録
』
巻
十
八
、
世
宗
四
年
十
一
月
山
里
。

⑯
　
　
『
世
宗
実
録
』
巻
十
九
、
世
宗
五
年
正
月
辛
卯
。

⑰
　
　
『
世
宗
実
録
』
巻
八
五
、
世
宗
一
＝
年
四
月
錦
鯉
。

繕
議
政
府
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お
　
わ
　
り
　
に

　
権
能
宮
と
は
、
正
職
品
官
の
実
職
で
な
い
特
定
の
臨
時
官
署
の
実
務
職
に
従
事
す
る
同
正
職
の
贈
官
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
定
の
散
階
を
持

っ
て
い
る
品
官
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
、
文
散
階
七
品
以
上
三
品
に
該
当
す
る
品
官
権
務
と
、
文
散
階
或
い
は
同
正
職
体
系
の
散
階
を
持
っ
て

い
る
甲
・
乙
・
丙
科
権
務
、
並
び
に
虚
礼
務
が
同
じ
く
臨
時
官
署
の
実
務
職
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
定
義
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
権
務
官
と
は
「
職
官
と
吏
属
の
間
に
介
在
す
る
器
品
官
的
な
職
制
」
だ
っ
た
と
す
る
従
来
の
学
説
は
修
正
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
文
宗
三
十
年
に
整
備
さ
れ
逆
髪
代
に
更
定
さ
れ
た
権
務
官
禄
は
、
正
器
品
官
の
貫
禄
規
定
と
区
別
さ
れ
、
ま
た
、
下
級
暴
君
・
工
匠
に
支
給

意
れ
た
別
賜
と
も
区
別
さ
れ
た
。
こ
れ
は
蚕
篭
職
が
正
職
品
官
や
下
級
転
属
と
区
別
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
言

禄
舗
と
仁
宗
禄
澗
と
に
お
け
る
権
務
官
職
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
出
入
の
激
し
い
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
は
権
務
職
の
臨
時
的
な
性
格

を
余
す
と
こ
ろ
な
く
如
実
に
現
わ
す
も
の
で
あ
る
。

　
権
務
職
の
占
め
る
官
制
上
の
位
置
と
性
格
を
究
明
す
る
こ
と
は
権
務
職
の
実
態
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
の
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
権
務
職
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
錺
職
と
散
職
に
区
分
さ
れ
る
高
麗
職
制
の
複
雑
で
多
様
な
運
営
実
態
を
相
互
関
連
的
に
把
握
し
な
け



権務官禄を通じてみた高麗時代の権務職（崔）

れ
ば
、
そ
の
解
明
は
望
め
な
い
。
そ
こ
で
、
散
職
で
あ
る
致
仕
職
・
検
校
職
・
同
正
職
と
権
務
職
を
比
較
検
討
し
て
み
る
と
、
権
務
職
の
補
任

と
関
係
の
あ
る
の
は
実
職
に
進
む
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
同
正
職
体
系
の
権
官
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
検
校
将
軍
と
散
員
同
正
以
上
が
東

班
の
権
務
職
を
奪
占
し
ょ
う
と
企
ん
だ
の
は
、
彼
ら
が
同
じ
く
実
職
の
な
い
難
字
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
致
仕
職
は
重
職
か
ら
退
い
た
三
品
官

以
上
（
七
＋
歳
以
上
）
に
対
す
る
優
遇
職
だ
っ
た
の
で
、
権
務
職
の
補
任
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
黒
血
職
は
正
職
品
官
の
実
職

で
は
な
い
が
、
臨
時
官
署
の
実
務
職
に
従
事
し
た
と
い
う
点
で
実
職
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
総
務
職
は
正
職
を
与
え
ら
れ
る
た
め
の

中
間
的
仕
路
に
位
置
す
る
職
制
だ
っ
た
と
い
う
点
で
正
職
総
門
と
は
区
別
さ
れ
、
藍
杉
或
い
は
藍
袖
と
呼
ば
れ
た
。
要
す
る
に
権
務
職
は
臨
時

官
署
の
職
制
だ
っ
た
と
い
う
点
で
正
職
と
違
い
、
ま
た
実
務
職
と
い
う
点
で
同
趣
職
を
は
じ
め
と
し
た
激
職
と
区
別
さ
れ
た
。

　
権
務
職
の
官
制
上
の
位
置
を
究
明
し
て
い
く
中
で
得
ら
れ
た
副
次
的
な
成
果
は
、
検
校
職
と
同
正
職
が
共
に
散
職
と
い
う
共
通
点
を
有
し
な

が
ら
、
そ
の
性
格
に
お
い
て
は
全
く
異
る
散
職
で
あ
み
こ
と
が
わ
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
検
校
職
は
勲
官
と
し
て
文
散
階
一
品
か
ら
八
品
に
い

た
る
検
校
職
体
系
を
な
し
て
い
た
。
検
校
職
に
は
実
職
を
経
験
し
た
検
校
、
実
職
を
持
っ
て
い
る
検
校
、
二
藍
の
な
い
検
校
等
、
多
様
な
検
校

が
あ
っ
た
。
検
校
職
そ
の
も
の
は
俸
禄
の
支
給
さ
れ
な
い
散
職
だ
っ
た
が
、
高
麗
後
期
に
は
検
校
散
秩
に
対
し
て
も
検
校
禄
が
支
給
さ
れ
た
。

朝
鮮
時
代
に
は
い
り
、
太
祖
三
年
、
検
校
各
面
禄
は
本
品
科
よ
り
三
等
低
く
し
て
支
給
す
る
原
則
が
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
原
則
は
す

ぐ
崩
れ
、
そ
の
後
数
回
の
改
定
を
へ
て
、
成
宗
初
つ
い
に
完
全
に
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
く
ら
べ
て
同
正
心
は
正
職
品
官
に
進
む
こ

と
の
で
き
な
か
っ
た
位
官
の
受
職
の
た
め
定
員
外
に
設
定
し
た
臨
時
職
で
、
文
散
階
五
・
六
品
以
下
で
雄
心
職
の
散
職
体
系
を
な
し
て
い
た
。

高
麗
時
代
に
は
科
挙
・
蔭
叙
・
雑
路
等
、
岡
惚
職
を
通
じ
た
線
路
進
出
の
道
が
拡
大
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
朝
鮮
時
代
に
は
吏
科
取
才
と
門

蔭
雄
才
を
通
じ
て
同
正
職
の
除
算
を
極
度
に
制
限
し
、
雑
職
同
正
の
凝
聚
体
系
を
従
六
品
以
下
従
九
品
に
い
た
る
ま
で
捌
に
分
離
設
定
し
た
。

こ
の
よ
う
に
そ
の
性
格
の
違
う
検
校
職
と
同
激
職
を
上
下
に
結
び
つ
け
て
、
散
職
体
系
の
上
層
部
を
検
校
職
、
下
層
部
を
同
正
職
と
し
、
両
者

が
一
つ
の
一
貫
し
た
散
職
体
系
を
な
し
て
い
る
と
す
る
従
来
の
学
説
も
ま
た
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
権
務
官
禄
が
整
備
さ
れ
た
当
時
に
は
品
官
権
務
、
甲
・
乙
・
丙
科
無
権
、
雑
権
務
に
区
分
さ
れ
、
西
班
権
務
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
高
麗
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後
期
（
恭
懲
王
代
）
に
は
使
・
副
使
と
い
う
品
官
権
務
は
な
く
な
り
、
新
し
く
登
場
し
た
西
班
権
務
、
甲
・
乙
・
豊
科
並
び
雑
権
務
は
権
務
九
品

を
上
限
と
し
て
高
麗
末
ま
で
存
続
し
た
。
朝
鮮
初
に
い
た
っ
て
権
鷺
宮
禄
は
正
規
頒
禄
規
定
の
科
外
に
設
定
し
、
世
宗
二
十
年
（
一
四
三
八
）
禄

制
改
定
以
後
世
祖
代
（
「
四
五
五
～
「
四
六
八
）
ま
で
存
続
し
た
が
、
『
経
国
大
典
』
に
は
反
映
さ
れ
ず
廃
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
朝
鮮
初
期
か
ら

逓
児
職
が
漸
進
的
仁
整
備
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
高
麗
以
来
の
権
務
官
禄
は
廃
止
さ
れ
、
そ
の
機
能
は
逓
上
職
に
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
権
務
職
と
豊
艶
職
の
差
異
点
と
共
通
点
に
対
す
る
具
体
的
な
分
析
を
す
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
雑
務
職
を
廃
止
し
て
そ
の
機
能
を
記
載
職
で

代
替
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
時
代
的
要
求
が
何
で
あ
っ
た
か
、
第
二
に
、
高
麗
的
官
制
は
ど
の
よ
う
に
消
滅
、
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
第
三

に
、
高
麗
社
会
か
ら
朝
鮮
社
会
へ
の
移
行
過
程
に
お
け
る
身
分
構
造
の
変
化
が
官
制
変
遷
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
た
か
、
等
の
問
題
を
探
る

上
で
、
さ
ら
に
は
高
麗
祉
会
と
朝
鮮
社
会
の
性
格
を
比
較
・
検
討
す
る
上
で
有
効
な
視
角
を
提
供
す
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
作
業
は
別
稿
に
譲

り
、
問
題
点
を
提
示
し
て
筆
を
欄
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
韓
販
慶
北
大
学
校
鋤
教
授
　
大
邸
直
轄
市
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Theκωδ％魏π（権務）Posts　in　the　Kory6　Period（年一年）

　　　　　　　　　as　reflected　on　the　1〈woVnmu　Stipend

by

CH’oE　Ch6ng－hwan

　The　title　of　Kw6nmu　refers　to　various　othcials　holding　oMcial　ranks

and　serving　temporarily　in　government　agencies．　In　being　temporary，

theκ躍伽魏％posts　differ　from　the　regular　posts（正職）and　in　providing

actual　service，　they　differ　from　the　nominal　posts（散職），　inciuding　the

妨顧伽9ア嘘（同正職）．

　The　Kwo’nmu　stipend　was　institutionalized　in　the　30th　year　of　Mun－

jong’s　reign（1076），　and　subsequent正y　revised　under　the　reign　of　Injong

（1122－1146）．　The　Kwo’nmu　stipend　was　differentiated　from　that　of　regular

othcials　on　the　one　hand，　and　that　of　petty　functionaries　and　artisans

on　the　other．

　At　the　outset，　the　Kwo“nmu　consisted　of　three　types　（1）　rank－holding

othcials（品官），（2）A－B－C　categories（甲乙向州），　and（3）misce11aneous．

In　the　second　half　of　the　Kory6　period，　the　first　type　became　extinct，

whiie　the　military　Kwo”nmu　came　into　being．

　The　Kωδ2襯％　o麦the　miiitary，　A－B－C，　and　miscellaneous　types・all

subject　to　the　ninth　rank　ceiling－persisted　tkrough　the　end　of　Kory6　into

the　early　Chos6n　period，　when　King　Sejong　replaced　them　with　the

Ch’ea（逓児）posts．　Accordingly，　the　Kω伽辮％stipend　was　substituted

by　the　Ch’ea　stipend．
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